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令和４年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会（第１号） 

 

                                           

○会 議 年 月 日  令和４年８月５日（金曜日） 

                                           

○出 席 議 員（３３名） 

   ２番  村 上   進 議 員     ３番  田 口 政 信 議 員 

   ４番  岡 部 恒 司 議 員     ５番  鈴 木 新津男 議 員 

   ６番  澤 邉 幸 浩 議 員     ７番  手代木 せつ子 議 員 

   ８番  木 村 和 彦 議 員     ９番  高 梨 明 美 議 員 

  １０番  山 田 康 雄 議 員    １１番  早 坂 伊佐雄 議 員 

  １２番  佐々木 みさ子 議 員    １３番  塩 田 智 明 議 員 

  １４番  熊 田 芳 子 議 員    １５番  伊 藤 牧 世 議 員 

  １６番  阿 部 美紀子 議 員    １７番  後 藤 伸太郎 議 員 

  １９番  辻 畑 めぐみ 議 員    ２０番  笹 森   波 議 員 

  ２１番  櫻 井 貞 子 議 員    ２２番  熊 谷 明 美 議 員 

  ２３番  今 野 善 行 議 員    ２４番  日 下 七 郎 議 員 

  ２５番  吉 田   修 議 員    ２６番  万 波 孝 子 議 員 

  ２７番  赤 間 しづ江 議 員    ２８番  土 村 秀 俊 議 員 

  ２９番  千 葉 勇 治 議 員    ３０番  大 森 貴 之 議 員 

  ３１番  村 上 一 郎 議 員    ３２番  鈴 木   宏 議 員 

  ３３番  安 藤 義 憲 議 員    ３４番  佐 藤 新一郎 議 員 

  ３５番  鈴 木 美智子 議 員 

                                           

○欠 席 議 員（２名） 

   １番  千 葉 正 幸 議 員    １８番  岩 佐 孝 子 議 員 

                                           

○説明のため出席した者の職氏名 

広 域 連 合 長  伊 藤 康 志  会 計 管 理 者   岡 﨑 宇 紹 

事 務 局 長  熊 谷   徹  総務課長兼会計課長  森   和 也 

保 険 料 課 長  伊 藤   仁  給 付 課 長  佐 藤 静 樹 

監 査 委 員  土 井 一 朗     
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○議会事務局出席職員職氏名 

事 務 局 長  鈴 木 芳 武  事 務 局 次 長  佐々木   晃 

主 査  坂 本 典 子  主 事  伊 藤   輝 

                                           

○議 事 日 程（第１号） 

   日程第 １   会議録署名議員の指名 

   日程第 ２   会期の決定 

   日程第 ３   諸般の報告 

   日程第 ４   第 ９ 号議案 令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算

及び後期高齢者医療特別会計決算の認定について 

   日程第 ５   第１０号議案 令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第１号） 

   日程第 ６   第１１号議案 令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号） 

   日程第 ７   一般質問 

                                           

○本日の会議に付した事件 

   議事日程のとおり 

                                           

      午後１時００分  開会 

○議長（岡部恒司議員） ただいま出席議員が３３名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより令和４年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合

議会定例会を開会いたします。 

  御報告いたします。 

  会議規則第２条の規定により、１番千葉正幸議員、１８番岩佐孝子議員から欠席の届出

がありました。 

  本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。 

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡部恒司議員） それでは、日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７０条の規定により、議長において１９番辻畑めぐみ議
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員及び２番村上進議員を指名いたします。 

                                           

     日程第２ 会期の決定 

○議長（岡部恒司議員） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議ございません

か。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡部恒司議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いたし

ました。 

                                           

     日程第３ 諸般の報告 

○議長（岡部恒司議員） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

  地方自治法第２３５条の２第３項の規定による例月出納検査結果報告について、お手元

に配付いたしておりますとおり監査委員から議長宛て提出がありました。 

                                           

     日程第 ４   第 ９ 号議案 令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

決算及び後期高齢者医療特別会計決算の認定につい

て 

     日程第 ５   第１０号議案 令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計

補正予算（第１号） 

     日程第 ６   第１１号議案 令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号） 

○議長（岡部恒司議員） 日程第４、第９号議案、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連

合一般会計決算及び後期高齢者医療特別会計決算の認定についてから、日程第６、第１１

号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）までの３か件を一括議題とし、広域連合長から説明を求めます。 

  連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） それでは、説明を申し上げさせていただきますが、その前に御

挨拶を申し上げさせていただきます。 

  このたび関係市町村長様の御推挙によりまして、５月に、引き続き広域連合長に就任さ

せていただきました大崎市長の伊藤康志でございます。引き続き、円滑な運営と安定した
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経営に全力で取り組んでまいる所存でございます。よろしく御指導いただきたいと思いま

す。 

  また、お見舞いも申し上げさせていただきますが、記録的な異変、災害が続いておりま

す。本日、新型コロナウイルス感染症対策におきましては、正午に知事と仙台市長が合同

で記者会見を行いました。ＢＡ．５対策強化宣言を行ったところであります。記録的な拡

大が進んでおります。一層、終息に向けて取り組んでまいりたいと思っております。罹患

されました方々に、あるいは亡くなられた方々に、お見舞い、お悔やみを申し上げさせて

いただきます。 

  もう１点は大雨災害でございまして、私のまちもそうでありますが、７月１５日、１６

日に記録的な大雨で大きな被害に見舞われたところでございます。皆様方からお見舞いを

いただいたり、お励ましをいただきまして、厚くお礼を申し上げさせていだきます。 

  幸い、人的な被害はございませんでしたが、堤防決壊であったり、浸水、冠水、農地被

害、土砂災害等々大きな被害を被ったところであります。今、懸命の復旧を進めさせてい

ただいているところでございます。被害を受けられました方々に、心からお見舞いを申し

上げさせていただきます。 

  同時に、一昨日から、東北、日本海側あるいは北陸を中心に、広範囲にわたって豪雨災

害に見舞われております。大小河川の決壊をはじめ、大きな被害、全容がまだ明らかにな

っておりませんが、こちらは人的な被害なども出ているようでございます。度重なる被害

でございます。まさに気候変動、異常気象が、常襲的に、甚大的に被害が拡大していると

ころでございます。一層、国土強靱化、安全・安心なまちづくり、県土・国土づくりに

共々に努力していかなければならないことを肝に銘じさせていただいております。こちら

も亡くなられた方々や、あるいは被災されました方々に、お悔やみ、お見舞いを申し上げ

させていただきます。 

  さて、本日ここに宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会が開催され、提出議案を御

審議いただくに当たり、提出議案の概要について御説明を申し上げさせていただきます

が、その前に後期高齢者医療制度をめぐる動向について、少しお話をさせていただきま

す。 

  令和４年３月現在の宮城県の人口は、前年度から約１万４０００人減少しましたが、後

期高齢者医療保険の被保険者数は約４，０００人増加し、約３１万８０００人となってお

ります。 

  今後も少子高齢化の一層の進行に伴い、被保険者加入数は増加し続ける見通しであり、

これに伴う医療給付費の増加は避けられないものと考えております。 
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  今年６月に政府において決定された骨太の方針２０２２においては、持続可能な社会保

障制度の構築を掲げ、成長と分配の好循環を実現するために、給付と負担のバランスを確

保しつつ、若年期、壮中年期及び高齢期の各世代が安心して生活できるよう、全世代型社

会保障の構築を目指しております。 

  その実現に向けて、給付は高齢者が中心で、負担は現役世代が中心というこれまでの社

会保障の構造を見直し、能力に応じてみんなが支え合うことを基本としながら、それぞれ

の人生のステージに応じて必要な保障をバランスよく確保するという考えの下、後期高齢

者医療制度においては今年１０月から一定所得以上の方の窓口負担が２割となる見直しが

実施されることになります。 

  制度始まって以来の大きな見直しとなりますことから、当広域連合といたしましては、

引き続き国の動向を注視し、関係市町村と連携・協力しながら、地域において適切に医療

を受けられる体制の確保と健全な制度運営に努めるとともに、健康寿命延伸のための保健

事業の実現に向けて、各市町村の支援に積極的に取り組み、被保険者の皆様が安心して生

活を送られるよう尽力してまいる所存でございます。 

  それでは、本定例会に提案申し上げました各議案について、順次説明を申し上げます。 

  初めに、第９号議案、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算及び後期

高齢者医療特別会計決算の認定について御説明申し上げます。 

  これは、令和３年度の一般会計及び後期高齢者医療特別会計の決算につきましては、監

査委員の意見を付して議会の認定を受けようとするものでございます。 

  初めに、一般会計でございますが、歳入では、予算現額７億４２００万６０００円に対

し、収入済額は７億４２０２万１１０６円でございます。歳出では、予算現額７億４２００

万６０００円に対し、支出済額は６億６４０６万７４９４円でございます。この結果、歳

入歳出差引残額は７７９５万３６１２円でございました。 

  令和３年度歳出における主な経費といたしましては、医療制度の運営に係る事務経費の

ほか、各市町村から事務局へ派遣されている職員の人件費に係る費用を負担しておりま

す。 

  次に、後期高齢者医療特別会計でございますが、歳入では、予算現額２７４５億９９９６

万９０００円に対し、収入済額は２７３１億３１７１万６８６円でございます。歳出では、予

算現額２７４５億９９９６万９０００円に対し、支出済額は２６６２億８８５５万５３７７

円でございます。この結果、歳入歳出差引残額は６８億４３１５万５３０９円でございま

した。 

  約６８億円の剰余金のうち、令和３年度の国庫支出金などの償還金予定額が約４７億円
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となることから、精算後の実質収支額は約２１億円と見込んでおります。 

  なお、歳出の保険給付費は２４５２億３２６８万５２７４円となっており、前年度に比

べ２．１％増となります。 

  次に、第１０号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第

１号）につきまして御説明を申し上げます。 

  この予算は、財政調整基金条例第２条第１項の規定により、令和３年度一般会計歳入歳

出決算において生じた剰余金を財政調整基金へ積み立てるために所要額の補正を行うもの

であり、予算の総額に歳入歳出それぞれ７７９５万３０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を７億６０３８万９０００円とするものでございます。 

  また、債務負担行為については、令和５年度からの内部情報系システム等機器の賃貸借

に伴い、限度額を設定するものでございます。 

  次に、第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）について御説明を申し上げます。 

  この予算は、医療費窓口負担の見直しに伴う経費の財源となる特別調整交付金を増額す

るとともに、後期高齢者医療給付費準備基金条例第２条の規定により、令和３年度特別会

計歳入歳出決算において生じた剰余金を後期高齢者医療給付費準備基金へ積み立て、ま

た、令和３年度の支払基金交付金の精算に伴う償還金の財源を準備基金から繰り入れるた

めに所要額の補正を行うもので、予算の総額に歳入歳出それぞれ８４億２６６５万６０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を２６９７億５５０２万１０００円とするものでござい

ます。 

  提出議案の御説明は以上でございます。 

  提出議案の概要につきまして御説明を申し上げましたが、何とぞ慎重に御審議を賜り、

御賛同賜わりますようお願いを申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 続きまして、第９号議案について、監査委員から決算審査の結果

について報告を求めます。 

  土井監査委員。 

○監査委員（土井一朗） 監査委員の土井でございます。 

  令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計及び特別会計歳入歳出決算につい

て、審査の結果を御報告いたします。 

  さきに広域連合長に提出しております令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会

計・特別会計歳入歳出決算審査意見書の１ページを御覧願います。 

  審査に当たりましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、６月１５日付で
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広域連合長から審査に付された令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計・特別

会計歳入歳出決算について、その決算書等が関係法令に準拠して調製されているかを確認

し、それらの計数を会計管理者所管の諸帳票及び各課から提出されました決算資料等と照

合するとともに、担当課長から説明を聴取し、さらに例月出納検査の結果も踏まえて実施

いたしました。また、併せて、予算執行の適否等について審査を実施いたしました。 

  第４の審査の結果でございますが、審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書

及び附属書類は、いずれも関係法令に準拠して調製されており、それらの計数は関係諸帳

簿と符合して正確であり、予算執行状況についても適正であると認めました。 

  続きまして、決算の概要について申し上げます。 

  １の決算総括についてであります。一般会計及び特別会計の歳入総額は２７３８億

７３７３万１７９２円、歳出総額は２６６９億５２６２万２８７１円となっております。 

  次に、２ページを御覧願います。 

  ２の一般会計についてですが、歳入は７億４２０２万１１０６円で、前年度と比較する

と０．６２％の増、歳出は６億６４０６万７４９４円で０．６６％の減となっておりま

す。 

  歳入の主なものは、広域連合規約第１７条第１項第１号の規定に基づく市町村負担金と

なっております。 

  また、歳出の主なものは、職員人件費に係る負担金等、広域連合の運営及び管理に関す

る経費、並びに後期高齢者医療制度に係る事務の経費としての特別会計への繰出金となっ

ております。 

  一般会計決算収支状況についてですが、２ページの第２表に示しているとおり、歳入歳

出差引額は７７９５万３６１２円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、

実質収支は歳入歳出差引額と同額となっております。款別の歳入歳出決算状況及び決算額

の構成比につきましては、２ページの第３表及び４ページの第５表に示しているとおりと

なっております。 

  次に、５ページを御覧願います。 

  ３の特別会計についてですが、歳入は２７３１億３１７１万６８６円で、前年度と比較す

ると３．２７％の増、歳出は２６６２億８８５５万５３７７円で、５．４１％の増となってお

ります。 

  歳入の主なものは、支払基金交付金、国庫支出金、県支出金及び被保険者の保険料を含

む市町村支出金となっております。 

  また、歳出の主なものは、保険給付に係る経費、健康診査の実施に係る経費、後期高齢
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者医療給付費準備基金への積み立てとなっております。 

  特別会計の不納欠損額は３６万７２９４円で、収入未済額は３９５万８２６８円となってお

ります。この内訳は、いずれも第１０款の諸収入・雑入の返納金であり、前年度と比較し

不納欠損額は５２．５７％の減、収入未済額は２．４９％の減となっております。 

  収入未済については、その縮減に向け努力されておりますけれども、財政の健全運営及

び負担の公平性確保の観点から、引き続き未収金発生の未然防止と早期回収の適切な措置

を講じて、収入未済額の縮減に努め、不納欠損の判断に当たっては慎重かつ厳正な対応を

望むものであります。 

  特別会計決算収支状況につきましては、第６表に示しているとおり、歳入歳出差引額は

６８億４３１５万５３０９円となり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実

質収支は歳入歳出差引額と同額となっております。款別の歳入歳出決算状況及び決算額の

構成比につきましては、６ページの第７表及び７ページの第８表に示しているとおりとな

っております。 

  次に、８ページを御覧願います。 

  ４の財産の状況についてですが、決算年度において取得した公有財産及び債権はなく、

取得価格１００万円以上の物品は、決算年度末現在で１点のみとなっております。 

  また、基金につきましては、第１０表、基金の種類別増減高及び決算年度末現在高に示

しているとおりとなっております。 

  最後に、９ページの「むすび」にも述べておりますが、過年度において、国の交付金に

ついて、過大に交付を受けていた事案がありました。改めて事務手続等の確認を行うとと

もに、未然防止策を講じ、予算の効果的な執行を求めるものであります。 

  また、本年１０月から、後期高齢者医療における窓口負担割合が見直しされることによ

り、被保険者や医療機関等への多大な影響が見込まれることから、より丁寧な説明及び運

営が求められます。 

  広域連合においては、国の動向へ適切に対応し、被保険者が安心して医療を受けること

ができるよう、医療制度の安定的かつ確実な運営に全力で取り組まれるとともに、今後も

引き続き構成市町村及び関係機関と緊密な連携、連絡を図り、保険料の収納率の向上や円

滑な医療給付について御尽力され、公正かつ適正な事業運営に一層努力されることを望む

ものであります。 

  以上を申し上げまして、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計・特別会計

歳入歳出決算の審査結果についての御報告といたします。 

  以上でございます。 



 - 9 - 

○議長（岡部恒司議員） これより質疑に入ります。 

  新型コロナウイルス感染症対策として、質疑、一般質問、討論については、発言席で行っ

ていただくようお願いいたします。 

  質疑通告者は３名であります。申し合わせにより、質疑回数は３回までといたします。

また、各グループにおける配分時間を考慮の上、これを超過しないよう御協力をよろしく

お願いいたします。 

  なお、質疑の際は質疑箇所のページをお示し願います。 

  通告順に発言を許します。 

  議題のうち、第９号議案、第１０号議案について通告がありますので、発言を許しま

す。 

  １７番後藤伸太郎議員。 

○１７番（後藤伸太郎議員） 南三陸町の後藤と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。人生経験の浅い若輩者ではございますが、この場にいる責任を感じながら質疑をさせ

ていただきたいと思います。 

  通告に従いまして、２点、細かくすると３点かもしれませんが、お伺いいたします。 

  まず、第９号議案、令和３年度の決算の認定について、この中の広報周知事業について

質疑させていただきます。ページ数でいうと３３ページ、説明書のページ数でいうと２５

ページ辺りになるかと思います。 

  被保険者をはじめとした地域住民等を対象といたしまして、後期高齢者医療制度及び保

険料の概要等に関して周知し、理解を深めてもらったということでございますけれども、

地域住民の関心が最も高いのは、令和４年１０月からの窓口負担割合の見直しについてで

はないかと考えます。 

  令和３年度の取組として、この周知事業が十分だったのか。資料、説明書のページを見

ますと、発行されたリーフレットの部数などを見ると不安が残ります。主要な施策の成果

に関する説明書の２５ページを参照いたしますと、その中の表の上から５番目、３月作成

の令和４年１０月からの窓口負担割合見直しについてのお知らせ、リーフレット１万８０００

部というものがありますが、このページを見る限りはそれのみであります。 

  被保険者やその御家族に対して、さらなる負担増を求める以上、もっと積極的かつ丁寧

な説明が必要だったのではないかと考えるところでありますが、このリーフレットの配布

のみで十分だとお考えなのか、お伺いいたします。 

  それから、２点目といたしまして、第１０号議案、令和４年度の一般会計補正予算につ

いてお伺いいたします。この中の内部情報系システム等機器賃貸借に係る債務負担行為に
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ついてであります。 

  令和５年度からのこの債務負担行為について、今定例会にて議決する必要はどこにある

のかということをお伺いいたします。様々な事由から、令和５年４月からのシステム稼働

は難しく、実際にシステム稼働が見込まれる令和５年９月ごろまでの半年余りについては

別契約にて対応する予定であるという説明でありますが、その契約については具体的な議

案としては上程されておりません。その契約と併せて、要は全体像が見えてから次の定例

会で審議されるであろう令和５年度当初予算における審査等で審議すべきなのではないか

と思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの後藤伸太郎議員の質疑につきましては、事務局より

答弁を申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 保険料課長。 

○保険料課長（伊藤仁） 後藤伸太郎議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、窓口負担割合見直しに係る広報周知事業のお尋ねについてお答えいたしま

す。 

  令和３年度の周知広報としましては、窓口負担割合見直しに係る施行日等、具体的な改

正内容やリーフレット案等の国からの提示が遅くなったことなどから、当初予定していた

個別周知が実施できず、代わりに広域連合及び市町村のホームページへの掲載及び本年３

月９日に河北新報と全国紙３紙の宮城県内版に制度見直しに関する新聞広告の掲載を行っ

たところです。 

  １万８０００部のリーフレットにつきましては、新聞広告の掲載に合わせ、市町村窓口

への問合せ対応等に活用していただくために、過去の制度見直し等における各市町村の希

望配布枚数を参考に数量を上乗せし、配備させていただいたものでございます。 

  そのほか、３月２３日の被保険者宛てに発送した医療費通知約２９万件の封筒裏面の広

告欄を活用し、制度見直しに関する周知を行ったところです。 

  しかしながら、これらの周知広報に関しては思いのほか被保険者等からの問合せ等が少

なかったこともあり、改めて本年７月４日に、窓口負担割合が２割負担となる可能性のあ

る被保険者の方々６万２０２９人に対し、負担割合見直しの理由、対象者の判定基準、負

担抑制の配慮措置などを分かりやすく図解したリーフレットを同封したお知らせを個別に

送付したところです。 

  個別送付につきましては、負担増をお願いする方々に対し、より丁寧でかつ最も訴求力

が期待できる方法でありますことから、一定の成果は得られたものと考えているところで
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す。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 後藤伸太郎議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、債務負担行為を本定例会に議決する必要性及び別契約と併せて次期定例会で

審議すべきではとのお尋ねについてお答えいたします。 

  初めに、債務負担行為の追加は、次期の内部情報系システム等賃貸借の更新に伴うもの

でありますが、内部情報系システムの稼働までの準備期間につきましては、現行契約開始

の実績から、サーバー等機器の調達やシステムアップなど、当初契約締結後６か月の準備

期間が必要と見込んでおりました。このため、令和５年４月から稼働を開始するために

は、遅くとも本年１０月には契約締結の必要があり、契約締結前に債務負担行為について

議会議決を得るために本定例会に上程すべく準備をしていたところでした。 

  しかしながら、その後の世界的な半導体不足など社会情勢の変化により、サーバー等機

器の納期が遅れている状況から、準備期間が契約締結後１２か月以上必要となり、令和５

年４月からの新システムの稼働開始が難しいことが判明したため、令和５年１０月からの

稼働開始を前提とした更新計画に改めたものを今回上程させていただいたところです。 

  一方、新システムの稼働開始までの令和５年４月から９月までの期間の対応について

は、現在の受託事業者との別契約を締結する予定としており、既存システム及び機器の継

続使用をその内容としておりますが、稼働に係る準備期間は特に必要がなく、これに係る

費用につきましては令和５年度の単年度予算となるため、令和５年度一般会計当初予算に

計上し、次期定例会に上程したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 後藤議員。 

○１７番（後藤伸太郎議員） ２件についてお答えをいただきました。再質問させていただ

きたいと思います。 

  まず１件目、広報周知事業についてでありますけれども、今お伺いいたしましたら、新

聞広告等でも御説明をしたと。それから、私としては、その積極的かつ丁寧な説明をお願

いいたしますと最初にお伺いいたしました。そう申し上げたのは、具体的には２割負担に

なるかもしれない御本人に、該当するかもしれませんよと、それはこういった理由からで

すよということを、直接お知らせが届くことが一番大切ではないかと考えましたので、令

和３年度の決算においてはそこまではできなかったようでありますので、お伺いしたとこ

ろがございます。 
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  今の答弁の中では、これは令和４年度の７月に実際に行ったということのようでありま

すので、この負担増をお願いする以上は、丁寧に、またその納得をいただくということが

大切だと思いますので、先ほどの新聞広告に関しましても、あらゆるメディアを使ってそ

の周知をしようという姿勢は評価に値するものであろうと思いますし、直接お知らせを既

にしているということであれば、なおそれに対してのお問合せであるとか、納得がいかな

い方もいるかもしれません。そういった方に、さらにお伺いして、丁寧に説明していくと

いうことが、これから大切になっていくのかなと思います。 

  令和３年度の決算においてはできることはしたと、令和４年度もそれについての対応を

しているということでありますので、聞きたかったことは大体聞けたかと思いますので、

２回目の質問といたしましては、先ほど令和３年度の決算では、個別にそういったお知ら

せをする予定だったができなかったと、代わりに新聞広告等を行ったということでありま

すが、この財源は、国費が充てられたものが、そうではなくなったのではないかと推察す

るところでありますが、そのあたりどのような動きがあったのか、お伺いいたします。 

  それと、付け加えて申せば、個別のお知らせをしたということではありますが、負担増

を強いるという新しい制度が変わるというときには、いわゆる特殊詐欺、行政からのお知

らせが来るとそれに付け込んで様々な悪さをするやからがいないとも限りませんので、そ

ういったところに対しても隙を見せずに対策をする配慮が必要ではないかと思いますが、

今後どのようにそこを補っていくお考えがあるか、お伺いいたします。 

  それから、２点目の債務負担行為についてはおおむね分かりました。全体が見えてから

動くべきではというようなお話をいたしましたが、準備期間を設定するためには、その前

に債務負担行為を設定する議決が必要だということのようであります。 

  であるならば、一つ別な意見を申し上げさせていただきたいと思うのですが、要は準備

行為自体は令和５年度からスタートするわけではなくて、令和４年度から来年以降のシス

テム改修に向けた動きが始まるということですね。ということであれば、債務負担行為を

設定する行為、それによって行われる作業が、今年度から既に始まるということでした

ら、債務負担行為を設定する年度というのは、逆に令和４年度からになるのではないか

と。令和４年度は、今まで５年間債務負担行為をしているものに半分重なるような形にな

るといいますか、今年度から債務負担行為を設定して、来年度以降のシステム改修に向け

た準備を進めるべきではという解釈もあるやに伺っておりますが、そのあたりどのように

お考えなのか、説明をお伺いしたいと思います。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 再質問にお答えいたします。 
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  私のほうから、令和３年度の広報周知に係る個別周知、これができなかったことで財源

的にどうなったのかというような部分についてのお答えをさせていただきたいと存じま

す。 

  個別周知につきましては、令和３年度当初、国のほうからは個別周知が好ましいという

ことで、特別調整交付金の交付を受けまして、それを財源に実施するという予定でおりま

した。 

  ただ、この実施に当たって、被保険者の皆様にお送りしていただく必要なデータ、項

目、これについて国から提示があったのは、もう年を明けて今年の１月でございました。

それから広報周知をするとなった場合、どうしても年度末の繁忙期と重なってしまうと。

そうなると市町村窓口での実施が難しい、問合せ対応が難しいということもございまし

て、その実施を断念したところでございました。したがいまして、そこの部分については

国費は入ってきておりません。 

  一方、その代わりということで新聞広報させていただきましたけれども、これについて

は国のほうの交付金の対象とはなっておらないような状況になっておりますので、この部

分については我々のほうの財政調整基金を使って実施をしたというような経緯がございま

した。 

  まずは、御質問の１問目につきましてはそういう状況でございました。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 後藤伸太郎議員の再質問の、債務負担を上程する時期の

ことについてのお尋ねにお答えしたいと思います。 

  現在、現行システムの債務負担行為を平成２９年８月に上程させていただきまして、平

成３０年度から令和４年度までの分を債務負担行為を設定しているという内容でございま

す。 

  今回の債務負担行為につきましては、年度でいえば令和５年度から令和１０年度までと

なっておりますが、これを今の更新計画でいいますと、令和５年１０月から令和１０年９

月の５年間という債務負担の設定となっておりますから、先ほど答弁でも御説明したので

すが、前回導入したときは６か月程度で大体の準備期間、契約行為、セットアップまでの

間が準備できたのですけれども、こちらも答弁したとおり社会情勢の変化によりましてサ

ーバー等の納期が遅れるということで、どうしても準備期間が長くなったということか

ら、今回、債務負担行為の期間も６か月ずれるような形で、債務負担行為を設定させてい

ただくものとなります。 

  以上でございます。 



 - 14 - 

○議長（岡部恒司議員） 保険料課長。 

○保険料課長（伊藤仁） 前後して申し訳ございません。後藤伸太郎議員の再質疑について

お答えします。 

  私からは、窓口負担割合２割に関して、特殊詐欺等の注意喚起が必要なのではないかと

いう質問についてお答えいたします。 

  先ほど御答弁しました個別周知の際に同封しましたリーフレットというのがございまし

て、それはこの間の全員協議会でも配付させていただいているところでございますけれど

も、その一番後ろのページに、配慮措置というのがございまして、配慮措置に当たっては

スピーディーに対応できるように、口座登録のない方に事前に口座を登録していただくと

いう、今後、勧奨を行う予定があります。ですので、そういったときに、特殊詐欺等に注

意してくださいと、下のほうに注意喚起の文章を入れているところです。 

  今後も機会を見て、こういった注意喚起について取り組んでいくようにしたいと思って

おります。 

  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 後藤議員。 

○１７番（後藤伸太郎議員） それでは、３回目でありますので、２件目の一番最後にお伺

いした債務負担行為につきましては、財務規則等様々ありますし、それぞれの団体によっ

てもやり方が違うこともあるとお伺いしておりますので、適正に事務を執り進めていただ

きたいということを重ねてお話しさせていただければと思います。 

  １点目の広報周知事業につきましては、財源が、国費が使えずに、この広域連合の財源

を使用しての周知活動になったということは、少し残念といいますか、大変だったという

ところもありますけれども、ともあれ制度が変わるということをしっかりお伝えして、先

ほど申し上げましたが、１割負担だった方にとっては２割負担というのは倍増でございま

すので、仕方ないねと、制度を維持していくためには、現役世代の負担を軽くするために

は、ある程度の負担は仕方ないと御納得いただけるように、これからもその周知活動には

力を入れていただきたいと思いますし、特殊詐欺について触れさせていただいた、言及さ

せていただいたのは、まさにそのリーフレットを見たからでありまして、口座登録をお願

いして、過剰にいただいた分はその口座にお返しいたしますというようなシステムになっ

ていたりするようでありますので、まさにそこが後期高齢者の被保険者の皆様からする

と、やや複雑ではないかと。お金を返しますから口座を作ってくださいというのは、まさ

にそういう方々が言いそうなことなのかなとも聞こえるので、ちゃんとした公的機関から

のお知らせなので、そこについては申請をしっかりしていただいてということを、金銭的
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な負担を強いる上に、さらに窓口に出向いていただいてそういった申請をする手間も御負

担いただくということでありますから、丁寧にお伝えをしていくべきではないかと思いま

す。 

  ここは決算審査の議案でありますので、これからについてはあまり深く追求するところ

ではないのかもしれませんが、私がこの場でお伝えしたいことはしっかり伝えさせていた

だきたいという思いから述べさせていただきました。 

  御答弁があればお伺いいたしますが、私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 議員お話しのとおり、この窓口負担２割導入につきましては、皆様

に確実にそれが伝わるよう、私どもとしては重層的に広報させていただいたつもりでござ

います。 

  御答弁にも申し上げましたほかにも、県政だよりへの掲載、そして県の広報媒体、例え

ばラジオ等を使って、そこに盛り込ませていただく等々、広く重層的に広報することで、

耳に届かなかった、目につかなかったということがないような形で進めてまいっていると

ころでございます。 

  そんな中で、特殊詐欺のお話でございます。今回のリーフレットにも記載をさせていた

だきましたが、まさに今般の口座登録のお話をさせていただく、これは個別に郵送させて

いただきますけれども、それにもその注意喚起の文章を入れさせていただくのと併せて、

いろんな形での問合せ、ある意味広報が届いたからこそ問合せが来るのだと認識しており

ますので、そういった機会を捉えて、その部分も含めて被保険者の方に御理解いただくよ

うな形で進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 次に、議題のうち、第９号議案、第１０号議案について通告があ

りますので、発言を許します。 

  ５番鈴木新津男議員。 

○５番（鈴木新津男議員） 多賀城市の鈴木新津男と申します。質疑の機会をいただきまし

てありがとうございます。 

  まずもって、第９号議案、決算書の３９ページから、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的実施について。 

  １つ目といたしまして、令和２年度から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施が始

まりましたが、当該事業が国によって制度設計された理由、背景についてお伺いいたしま

す。 
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  ２つ目として、実施市町村数は、令和２年度は６市町、令和３年度は９市町となってお

りますが、令和３年度の具体的な事業内容や成果はどうなっていると認識しているのか、

また事業実施における課題にはどのようなものがあるのか、お伺いをいたします。 

  ３点目として、令和６年度までに全市町村が実施することを目標としておるとのことで

すが、マンパワー不足、実施に向けた課題等がある市町村に対して、どのような支援を行

っているのか、お伺いをいたします。 

  次に、第１０号議案、議案書５ページの債務負担行為補正でございますけれども、現在

使用中の内部情報系システム機器賃貸借の期間満了のため新システムに更新する計画が、

半導体不足により６か月以上遅れる見込みのため、現システムを別契約で延長するとのこ

とですが、現時点での経費見込額についてお伺いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 広域連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの鈴木新津男議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、一体的実施事業が国により制度設計された理由や背景についてお答えいたし

ます。 

  これまで医療保険者による保健事業と介護予防が別々に実施されていることや、７５歳

を境に医療保険者が替わることにより、高齢者の健康状況や生活機能の問題に対して継続

的・効果的な対応が十分にはできていないという制度的な課題がありました。 

  このため、令和２年に高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、国により、地域住

民の健康の保持・増進を担う市町村が高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するた

めの体制が整えられました。 

  本事業は、広域連合から市町村へ委託して実施するものであり、各市町村によって体制

整備等の状況がそれぞれ異なりますことから、各市町村の状況を確認した上で、十分に協

議・調整を行いながら、順次、事業実施に取り組んでいるところでございます。 

  私からは以上でございます。 

  なお、残余につきましては事務局から答弁を申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 鈴木新津男議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、令和３年度の具体的な事業内容や成果、また、事業実施の課題についてお答

えします。 

  令和３年度は９市町で事業を実施しました。主な事業内容ですが、地域の健康課題を把

握した上で、高齢者への個別支援や介護予防のための通いの場における健康相談、体操教
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室などの事業に取り組んでおります。具体的な事業としましては、生活習慣病等の重症化

予防や糖尿病性腎症重症化予防、健康状態不明者対策などの事業を実施しており、実施市

町においては各地域の健康課題の分析結果を基に、最も効果的と考えられる事業を企画・

推進することにより、高齢者へのきめ細やかな支援が行われ、健康増進が図られたものと

認識しております。 

  また、事業実施における課題についてですが、市町村によっては事業全体のコーディネ

ートや企画調整・分析を担うべき保健師の配置が困難なことや、庁内の高齢者医療、国

保、健康づくり、介護等、各部局間の連携体制の構築に苦慮しているなどの課題があり、

広域連合としても令和６年度までの全市町村の事業実施に向けて、支援等の在り方を検討

しながら事業を進めているところです。 

  次に、マンパワー不足等、実施に向けた課題等がある市町村への支援についてお答えし

ます。 

  広域連合としましては、宮城県及び宮城県国民健康保険団体連合会と連携した研修会の

開催、訪問等による丁寧な事業説明や相談対応を行い、当該事業を担当する職員の能力向

上を図ることにより、市町村の支援に取り組んでおります。 

  研修会においては、地域の健康課題の把握による地域診断とその分析、事業計画の立案

までの流れなどについて、市町村の理解度を十分高めることにより、円滑な事業実施に向

けて後押ししているところです。 

  また、県においては、宮城県フレイル対策市町村サポート事業において、健康支援アド

バイザーを養成しており、そのアドバイザーチームを市町村に派遣し、高齢者への個別支

援や通いの場への積極的関与についてサポートを行っております。 

  さらに、本事業は、医師会等の医療関係団体との連携も重要であることから、県医師

会、県歯科医師会、県薬剤師会等に対して、本事業を実施する市町村への協力依頼を行っ

ております。 

  新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、市町村ではワクチン接種などコロナ

対応に追われる状況が続いておりますが、今年度については１５市町で事業に取り組んで

おります。 

  当広域連合としましては、引き続き令和６年度までの全市町村での事業の円滑な実施に

向けて、できる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 鈴木新津男議員の質疑にお答えします。 
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  私からは、令和５年４月からの別契約の経費見込額のお尋ねについてお答えします。 

  世界的な半導体不足等の影響から、新システムの稼働開始は令和５年１０月からを予定

しており、令和５年４月から９月までの期間は、現在の受託事業者との別契約により、現

行システム及び機器等を継続使用する予定としております。 

  別契約に係る経費見込額につきましては、現時点において、現行の機器等は令和５年３

月までに減価償却が終了することなどから、現契約と比較し、総額経費はある程度低くな

るものと見込んでおります。 

  なお、今後、現在の受託事業者との間で別契約の詳細な仕様について協議した上で、経

費に係る見積書の提出を求め、令和５年度一般会計当初予算に計上し、次期定例会に上程

したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 鈴木議員。 

○５番（鈴木新津男議員） 最初の一体的実施につきましては、保健師が不足していると思

うのです。コロナ禍でも対応が大変厳しい中で、さらにこういった事業の中で保健師の確

保が重要であると思うのですけれども、現在、何か保健師の確保策あるいは育成するよう

な政策というものは、あるのかないのか、分かる範囲で御説明をお願いしたいと思いま

す。 

  それから、債務負担行為でございますけれども、一般的に私たちが使用している事務機

器などのリース物件は、リース契約満了になった場合、再リースということで、１か月間

の使用料で１年間ぐらい継続して使用できる、そういう制度があると思うのですけれど

も、今回の場合、再リース制度というのはあるのでしょうか。その辺をお伺いしたいと思

います。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 保健師の確保についての支援策というお尋ねでございますが、保

健師の確保につきましては、国であったり県であったりというところでの直接的な支援と

いうのは特にございませんが、広域連合としましては、今年度に入りまして、事務局長、

それから次長が共に県の看護師協会のほうに出向いておりまして、その際に保健師の確保

等についていろいろな形で情報交換をさせていただいております。そうした中で、県内の

市町村から問合せ等があった際には、相談に乗っていただけるよう協力要請、依頼を行っ

ていたところであります。 

  なお、今後につきましても、保健師の確保策という部分については、様々なことについ

て模索をしながら、市町村の支援に努めてまいりたいと考えております。 
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  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 鈴木新津男議員の再質問についてお答えします。 

  私からは、債務負担行為の現行システムの契約満了後の再リースが可能かというお尋ね

についてお答えいたします。 

  現時点において、新システムの準備期間を令和５年９月までとすることを前提とした更

新計画を計画しておりますが、現行システムの受託事業者に確認したところ、現行システ

ムは令和５年９月まで継続使用が可能と確認を取っておりますことから、再リースは可能

と考えております。 

  なお、現行システムの契約仕様は、サーバー等の機器、各種ソフトウエア、これらの保

守契約も含まれておりますから、その内容も再リースという形で、保守契約まで含めて継

続的に使用ができるということを現在のところ確認しております。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 鈴木議員。 

○５番（鈴木新津男議員） 一体的実施事業につきましては、保健師の不足ということを、

各市町村と連携してスムーズな事業実施が図られるようにお願いしたいと思います。 

  私たちの地元、多賀城市でも、来年度からこの事業を実施すると伺っております。どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、事務システムの賃貸借につきましては、なるべく空白期間がないような形で

進めなければならないと思いますので、そして費用もなるべく抑えられるような交渉をし

ながら、スムーズな機器の導入をよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） この際、換気のため暫時休憩いたします。 

  再開は１４時１０分です。 

       午後２時００分  休憩 

                                           

       午後２時１０分  再開 

○議長（岡部恒司議員） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  次に、議題のうち、第９号議案、第１１号議案について通告がありますので、発言を許

します。 

  ２４番日下七郎議員。 

○２４番（日下七郎議員） ２４番日下七郎です。けやきの会を代表いたしまして、第９号
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議案、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算及び後期高齢者医療特別会

計決算の認定について、質疑をいたします。 

  １として、決算書の２６、２７ページ、歳入４款、支払基金交付金です。 

  （１）支払基金交付金の調定額の算定について説明を求めます。 

  （２）支払基金交付金は、現役世代の負担とのことだが、高齢者の医療の確保に関する

法律第９３条第３項には、政令にて国が負担とのことであり、支払基金交付金は国の負担

分も含まれているのか、説明を求めます。 

  ２、決算書３８、３９ページ、歳出６款１項１目、利子、当初予算にて一時借入金の最

高額を２００億円とし、当初予算の公債費利子が３２６万２０００円とし、決算において

利子３２６万２０００円を執行しているが、年度当初から一次借入金が必要となることに

ついて説明を求めます。 

  次に、第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）、予算に関する説明書１３、１４ページ、歳出１款１項１目、一般管

理費市町村事務経費補助金として、医療費窓口負担の見直しに係る市町村経費としている

が、市町村にての事務内容について、説明を求めます。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの日下七郎議員の質疑につきましては、事務局より答

弁申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 日下七郎議員の質疑にお答えいたします。 

  私からは、支払基金交付金の調定額の算定についてお答えします。 

  支払基金交付金の算定方法につきましては、国の後期高齢者交付金交付要領で定められ

ております。 

  具体的には、医療費の窓口負担が１割となる一般被保険者分については、前年の医療給

付額に算定係数を乗じたものに、当該年度の医療給付額を１として、そこから公費負担率

と当該年度の後期高齢者負担率を減じたものを乗じて算定します。 

  医療費の窓口負担が３割となる現役並み所得者分については、前年の医療給付額に算定

係数を乗じたものに、当該年度の医療給付額を１として、そこから当該年度の後期高齢者

負担率を減じたものを乗じて算定します。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長兼会計課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 日下七郎議員の質疑にお答えいたします。 
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  私からは、支払基金交付金には国の負担分も含まれているのか、及び一時借入金を当初

予算に計上することについて、窓口２割負担に伴う市町村の事務内容について、お答えい

たします。 

  初めに、支払基金交付金には国の負担分も含まれているのかについては、現役世代から

の後期高齢者医療制度への支援分として、社会保険診療報酬支払基金から当該交付金が交

付されておりますが、その財源構成において国の負担分が含まれているかどうかについて

は、当広域連合で責任を持ってお答えする立場でないことから、答弁は差し控えさせてい

ただきます。 

  次に、一時借入金を当初予算に計上することについては、令和３年度後期高齢者医療特

別会計当初予算において、地方自治法に基づき一時借入金の借入額の最高額を定めてお

り、その利子分を当初予算に計上しておくことが予算措置上必要であることから、令和３

年第１回議会定例会に上程し、議決をいただいております。 

  なお、令和３年度後期高齢者医療特別会計決算につきましては、一時借入れがありませ

んでしたので、利子の歳出に係る実績はありませんでした。 

  次に、窓口２割負担に伴う市町村の事務内容については、本年１０月から施行されます

窓口２割負担の見直しに伴い、今年度に限り７月及び９月の２回、被保険者証を送付する

必要があり、また制度見直しについて被保険者及び家族の方に広く周知するため、広報等

の事務も必要となっております。 

  市町村事務経費補助金は、それらの経費について国からの特別調整交付金を財源として

市町村に対し補助するものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 日下議員。 

○２４番（日下七郎議員） それでは、第１１号議案の市町村の窓口負担見直しについての

答弁では、保険証の発行ということなのですけれども、後期高齢者の２割負担で還付され

る方で、高齢者医療の口座を登録したい人は、施行に際して都道府県の広域連合や市町村

から申請書を郵送するというのが出ているわけです。ですから、そのことについての事務

というのはないのですか。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） では、日下七郎議員の再質疑の内容について、質問の内

容としては、今お話しいただいたのは、口座の事前登録の内容についてということでよろ

しいでしょうか。 

  こちらの口座の事前登録につきましては、２回目の交付、発送するのは９月でございま
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すが、その後に、その対象とする方に広域連合のほうから通知を差し上げるものでござい

ますから、市町村の事務としての内容ではないということで、広域連合としての事務とな

ります。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 日下議員。 

○２４番（日下七郎議員） 私が見ているのは、これは、ここの事務局長も出席しておる、

厚生労働省が３月に開いた説明会の資料の中にそのようなことが出ています。市町村も申

請書を送るのだということですから、その辺についてどうなっているのか。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 今、日下議員が御覧になっている資料というのは、ちょっと今手元

にないので確認はできませんけれども、少なくても本年度、この窓口負担２割導入に係る

事前の口座登録事務においては、市町村を経由しないで直接広域連合のほうから該当する

方に申請書、勧奨通知をお送りするという流れになってございますので、その点に関しま

しては、少なくとも宮城県ではそういった市町村事務は発生しないと考えております。

（「終わります」の声あり） 

○議長（岡部恒司議員） これにて質疑を終結いたします。 

  これより、順次、討論、採決を行います。 

  第９号議案、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算及び後期高齢者医

療特別会計決算の認定についてに対する討論の通告がありますので、発言を許します。 

  ２４番日下七郎議員。 

○２４番（日下七郎議員） ２４番日下七郎です。 

  けやきの会を代表し、ただいま議案となっております第９号議案から第１１号議案中の

第９号議案、令和３年度宮城県後期高齢者広域連合一般会計決算及び後期高齢者医療特別

会計決算の認定について及び第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に反対討論を行います。 

  まず、第９号議案、令和３年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計決算及び後期高

齢者医療特別会計決算の認定についてのうち、後期高齢者医療特別会計決算についての反

対として３点を指摘したいと思います。 

  第１点は、後期高齢者特別会計予算の当初予算の編成は、歳出２款、保険給付費を推計

し歳入を求めることとし、負担率に基づき、国、県、市町村の負担と支払基金交付金、被

保険者の保険料、財政基金の繰入れ等によりとなっております。後期高齢者特別会計決算

にて、保険給付費の支払い、支出額が決まり、負担率により、国、県、市町村、支払基金
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交付金の負担額が確定し、歳出７款１項２目、償還金７８億５３２８万２３３２円とな

り、被保険者の保険料は、後期高齢者医療特別会計実質収支に関する調書、実質収支額６８億

４３１５万６０００円の中に入っていると。連合長の提案説明の中で、実際の償還する額

が４７億円含まれていて、２１億円がこの基金のほうに回るものと説明を伺いました。 

  このような保険料が、実質収支額の６８億４３１５万６０００円となるのは、令和２

年、３年度の被保険者の保険料の改正を、令和２年第１回定例会、第５号議案、宮城県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例にて、反対の立

場から、質疑をけやきの会の千葉勇治議員、そして反対討論を戸津川晴美議員が行ったと

ころであります。この内容は、所得割率を引き下げ、低所得者に広く負担を求めるような

被保険者均等割額を８４０円上げて４万４６４０円としたことによります。 

  さらに、厚生労働省が令和４年３月に、全国高齢者医療国民健康保険主管課長、部長及

び後期高齢者医療広域連合事務長会議が開かれ、保健局高齢者医療課説明資料によると、

後期高齢者の医療の財政について、国、都道府県、市町村の負担を５０％から４７％にし

て、支援金、保険料を５３％とすると、このような説明がされた資料を私も手元に持って

おります。 

  保険料の改定時として、後期高齢者保険料の負担率を、平成２０年、２１年度の改正時

においては１０％から、２年ごとにこの１０％を上積みするような状況になっています。

例えば、令和２年、３年度の先ほど討論の中で申し上げましたこのときは、１１．４１％、

保険料率、このような状況になっているとともに、さらに令和４年、５年度の１１．７２％

としているのが、保険料の引上げをさせて、そして所得の少ない方々に対する課税額を引

き上げるには均等割を引き上げていくという、こういうことによる状況が事務的に進ま

れ、議会にも提案されているわけであります。 

  国、都道府県、市町村の負担を減額している、こういうことを続けて行っていくという

ことが、今申し上げました厚生労働省の説明資料の中に、２年ごとの上げ幅を明記されて

おります。だから、こういうこの説明などが、受けているものに対して、やはり事務局長

がこの説明を受けたならば、議会の料金改定の議案のときに、十分その負担割合の変わっ

てきているこういうものについて、説明を求めていく、また行っていくべき、こういうこ

とではなかろうかと思うわけであります。 

  こういう状況の中で、２点ですけれども、今回の全員協議会の中で、市町村においての

保険料の滞納額が、市町村ごとの表を、資料を頂きました。そして、短期保険証の発行、

このことについても市町村ごとのものを頂きました。これを見ますと、仙台市が短期保険

証の発行がない。連合長の大崎市もこの発行がない。こういう状況の中で、この短期証の
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発行をしているのが１５市町村、そういう状況になっております。こういう点で、この保

険証の発行をならざるを得ないような保険料の仕組みを、厚生労働省がその指示の中でや

っているという、こういう状況が見えてきます。 

  そういう点で、短期保険証の発行を中止する、同じ自治体において指導という、こうい

うことはできないだろうけれども、悪質なものというような、こういうことについてのこ

ととまた別で、財政的に苦しくて納められない方々に対する、この短期保険証の発行、こ

ういうのはぜひ仙台市に見習い、大崎市に見習い、やはり全市町村でこの短期保険証の発

行を中止するということにしていくべきだと思います。 

  国の厚生労働省のＱアンドＡの中においても、保健事業に対する資格の問題、保険料を

納めていない方においても同等の資格があるのだということまで言われております。そう

いう点で、保険証がないという、こういう状況の中で、この保健事業に対して参加しな

い、こういう状況なども発生する可能性としてあるものと思うのであります。 

  そういう点で、再度になりますけれども、全市町村での短期証の発行中止を求めるもの

であります。 

  第３点です。定例会の流会の件であります。 

  地方自治法の遵守を基本とすることを求め、招集は開会前７日となっております。コロ

ナ禍において、本日の招集告示も７月１１日となっております。事務所内のコロナ感染状

況などとの乖離が生じるのではないかと。そういう点において、長い、前日７日、それ以

前から行って、事務所でコロナ発生などが生ずる危険性も抱えているという、こういう状

況によっては、この招集日について、あまり早く招集しないという、こういう職員の健康

状況をチェックしながら、連合長が招集し、告示をするということを求めてはどうなのか

と思うので、この点は提案をさせていただきます。 

  次に、第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会

計補正予算……。 

○議長（岡部恒司議員） 日下議員。一つ一つやっていきましょう。反対討論も採決も、一

つずつやりましょう。まずは、第９号議案についての反対討論とお願い申し上げたので

す。だから１１号議案になったら、また後で出番をつくりますから、別々にやりましょ

う。いかがですか。 

○２４番（日下七郎議員） 一緒の議案と、一括議案ということなので、私は取り違えたか

もしれない。議長に迷惑をかけました。 

  ということで、この第９号議案について、以上の３点からして、ぜひこの特別会計２割

負担という、こういう導入をするのが第１１号議案のほうに出てきますけれども、そして



 - 25 - 

令和３年からも説明資料を送っておるわけですね。ぜひこういう点においての健康な老

人、私も８０歳になりましたけれども、この健康の状況の中で皆が暮らせるような状況に

なるべきだというふうに、３１万８０００人の被組合員に対して、このような希望の持て

る、このような事務を進めていただくことを申し上げ、今回の議案に対して反対討論とい

たします。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 日下議員、確認します。討論は今、第９号と第１１号を一緒にや

られたという認識でよろしいですか。 

○２４番（日下七郎議員） 第１１号については削除します。 

○議長（岡部恒司議員） 削除しますと。では、討論はこれで終わりね。 

○２４番（日下七郎議員） いやいや、違う。第１１号のときにやります。 

○議長（岡部恒司議員） 別にやるということですね。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより第９号議案について、起立により採決いたします。 

  本案を原案のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（岡部恒司議員） 起立多数であります。 

  よって、第９号議案は原案のとおり認定されました。 

  次に、第１０号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１

号）について、討論の通告がありませんので、採決をいたします。 

  お諮りをいたします。 

  第１０号議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

       （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（岡部恒司議員） 異議なしと認めます。 

  よって、第１０号議案は原案のとおり可決されました。 

  次に、第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について、討論の通告がありますので発言を許します。 

  ２４番日下七郎議員。 

○２４番（日下七郎議員） ２４番日下七郎です。 

  けやきの会を代表し、第１１号議案、令和４年度宮城県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）に反対討論を行います。 

  歳出の１款、総務管理費に１億２０００万円を医療費窓口負担の見直しに係る市町村経
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費を補助するため増額するということであります。１０月１日から原則１割の７５歳以上

の医療費窓口負担２割を導入し、単身世帯年収２００万円以上、夫婦世帯においては３２０

万円以上の対象にしております。 

  先ほど挨拶の中で連合長が、この２割負担になる宮城県の被保険者が６万２０２９人、

この負担になるということであります。このことになって、窓口２割負担ということで、

受診先送りになる懸念があると思うのであります。 

  第２点としては、２割負担の対象の範囲が今後拡大されるということがございます。法

律の条文にこのことが出ておりません。これは政令によって、政府意向によって、国民の

意思を聞かないで、この２割負担に対する問題となる年収や年齢、範囲を記されておりま

せんから、政令で幾らでもできる可能性があるという状況がございます。 

  第３点は、第９号議案のところでも申し上げましたけれども、令和４年３月に、全国高

齢者医療国民健康保険主管課長、部長及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議が開か

れ、そのときの厚生労働省の保健局高齢者医療課説明資料という、こういう状況の中に記

載されているものが、この目次からすると、第１点は後期高齢者医療の財政について、第

２点は後期高齢者の窓口負担の見直しについて、第３点は保険料の改定について、７点ま

でありますけれども、こういうのが出て、この議会において、あるいは２割負担の資料な

どが送付されている、その内容について、この令和４年３月に担当課長の説明をしている

という、こういう非常に事務の遅れるような状況があって、それで窓口負担を行わせると

いうことについて、当然、事務の混乱も起こるし、そして負担する方々の財政的な状況な

どもあるし、こういうことからいって、絶対にこれは行うべきではないと思うのでありま

す。 

  その資料によりますと、どこが一番負担軽減になるかということであります。この資料

の中の後期高齢者窓口の負担の見直しということで、この窓口負担が現役世代の保険料負

担の上昇を抑制するために、後期高齢者の患者負担への一定の所得がある方たち２割の導

入について、令和４年１０月１日から施行するということが出ています。この中で、これ

を実施することによって、受診抑制ということからいって、給付費の削減になる。１０月

から来年の３月まで、全国で７９０億円、後期高齢者支援金、現役世代の負担の見直し、

３００億円のマイナス、また、後期高齢者保険料、高齢者の負担軽減などがあります。こ

れは年間を通すと、これの倍になっておりますけれども、この中で大きく削減されるのは

公費、国の負担金。この６か月で国、都道府県、市町村、ここでは４１０億円、年間９８０

億円が国、県、市町村の支出が削減されるという、その一方において、この保険料の改定

についての説明に、この負担率を上げるようにという指示もこの中に出ております。これ
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は、令和４年、５年度の後期高齢者負担率についてというページがございます。改正し

て、法律で２年ごとに保険料の見直しを行うことになっています。それに応じて、この負

担率が、平成２０年、２１年までは、いわゆる１０％であったと。支払基金が４０、それ

で保険料が１０、あとは本人負担の窓口だという説明がされております。この負担率が２

年ごとで多くなって、令和２年、３年では１１．４１％、令和４年、５年度のこの数で

は、１１．７２％というように保険料率をこの割合で改定を行いなさいという内容で厚生

労働省の下から説明を受けているという内容です。制度的には、本当に国の指導の下に、

後期高齢者の方々に対する、医療に対する、本当に大変な事態をあおるような状況と思う

わけであります。 

  そういう点において、今回のこの補正予算の中で、窓口負担の見直しという、こういう

中での行い方については、これは一時ストップかけるべきだと思います。 

  また、前年度の討論の中で、会議録を見ましたけれども、全国知事会、全国市長会は、

１兆円の財源を出しなさいということを言っているのに、逆なことを厚生労働省が言って

いると。こういうことも含めて、国民、市民、全国知事会、全国市長会、やはり６団体が

この問題に対して十分意見を申し上げていくことに対して、連合長もその一役を買ってい

ただくことを求めまして、第１１号の反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） これにて討論を終結いたします。 

  これより第１１号議案について、起立により採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

       （賛成者起立） 

○議長（岡部恒司議員） 起立多数であります。 

  よって、第１１号議案は原案のとおり可決されました。 

                                           

     日程第７ 一般質問 

○議長（岡部恒司議員） 日程第７、一般質問を行います。 

  質問通告者は４人でございます。 

  申し合わせにより、発言時間は答弁を含め１人３０分以内とし、質問回数は３回までと

いたします。また、各グループにおける配分時間を考慮の上、これを超過しないよう御協

力をお願いいたします。 

  通告順に発言を許します。 

  まず、３番田口政信議員。 
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○３番（田口政信議員） ３番、県北の会、登米市の田口政信でございます。 

  通告してございます２か件について、一般質問をいたします。 

  伊藤連合長は、先般の大崎市長選を無投票で当選され、５期目のスタートを切られ、宮

城県後期高齢者医療広域連合の連合長の任も引き続き担っていただくことになりました。

多くの役職の中で大変な業務であろうと思いますが、引き続き連合長として高齢者医療の

安定確立のために御尽力をいただきたいと思います。 

  それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 

  １点目、広域連合運営連絡会議についてお伺いをいたします。 

  広域連合規則第３号、平成１９年３月に設置してあります宮城県後期高齢者医療広域連

合運営連絡会議の位置づけと役割は、広域連合にとってどのような意味づけにあるのか、

お伺いをいたします。また、これまでの会議の開催状況と協議内容もお聞かせください。 

  次に、２点目、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組についてお伺いいた

します。 

  ①番といたしまして、本事業は令和２年から取り組み、令和４年で１５市町村、４３％

が取り組まれておりますが、令和６年までの目標達成の見通しについてお聞かせくださ

い。 

  ②番、事業の実施は広域連合の委託事業として取り扱われますが、各市町村の現状事業

に過負荷にならないような配慮はしてあるのか、お伺いをいたします。 

  ③番、各市町村は専門職の確保について苦慮している状況にありますが、企画調整担当

職員は原則として正規職員の保健師で専従とされていますが、緩和策は考えられないの

か、お伺いをいたします。 

  以上、２点について連合長の考えを伺います。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいま田口政信議員から一般質問を賜りました。祝意、激励

にも感謝申し上げたいと思います。 

  事務局から答弁を申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 田口政信議員の一般質問にお答えします。 

  私からは、運営連絡会議の位置づけと役割について、開催状況と協議内容についてお答

えいたします。 

  初めに、運営連絡会議の位置づけと役割については、広域連合は後期高齢者医療に係る

業務を運営するため、県内全市町村により構成された特別地方公共団体であり、地方自治
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法上の地方公共団体の組合に該当します。 

  普通地方公共団体と異なり、税等の独自財源を持たないため、関係市町村からの負担金

等がなければ運営が困難であることから、法定分の拠出金のほか、市町村共通経費負担金

等の拠出を受ける必要があります。 

  そのため、運営に係る基本事項に加え、それぞれの自治体において市町村負担金などの

予算措置を行うため、広域連合と関係市町村との間で共通認識や意思疎通を図るための場

として、運営連絡会議の設置は当広域連合の運営上不可欠なものであり、またその下部組

織として実務を担当する各市町村の担当課長レベルでの情報共有を図るため、幹事会を置

いております。 

  次に、開催状況と協議内容につきましては、広域連合設立以降、これまで各年度におい

て２回から４回までの開催実績となっており、令和４年度は２回を予定しております。 

  最近の協議内容につきましては、予算、決算、条例案など、議会定例会に上程する議

案、広域計画の策定、全国後期高齢者医療広域連合協議会による国に対する要望要請、副

広域連合長等の選任などであります。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 田口政信議員の一般質問にお答えいたします。 

  私からは、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の取組についてお答えいたしま

す。 

  初めに、一体的実施の取組について、令和６年度まで目標達成できるのかとのお尋ねに

ついてお答えします。 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施については、国が策定しました健康寿命延

伸プランの中で、令和６年度までに全ての市町村で展開すると定められ、令和２年度から

開始した事業であります。 

  広域連合としましても、これを目標に県内の市町村に説明会や研修会を実施し、令和２

年度が６市町、令和３年度が９市町、今年度が１５市町で取り組んでいるところです。現

在、令和５年度及び６年度実施予定としております２０市町村を対象に、宮城県及び宮城

県国民健康保険団体連合会と連携した研修会の開催、市町村の個別訪問等による丁寧な事

業説明を行うことにより市町村の支援に取り組んでおり、令和６年度までに全市町村で実

施できるよう目標達成に向けて取り組んでいるところです。 

  次に、市町村の現状事業に過負荷とならない配慮はしてあるのかについてお答えしま

す。 
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  市町村が当事業を実施するに当たっては、事業全体の企画調整を担うべき保健師の確

保・配置や、庁内の各部局間の連携体制の構築などの課題があるものと認識しておりま

す。 

  このため、研修会においては、地域の健康課題の把握による地域診断とその分析、事業

計画の立案までの流れなどについて、参加職員の理解力を十分高められるよう研修項目等

を精査することにより、円滑な事業実施に向けて後押ししているところです。 

  また、希望市町村に出向いて個別に説明会を開催し、関係各課の参集を図ることによっ

て連携体制構築のきっかけをつくるなど、課題の解消に向けた環境の整備にも努めており

ます。 

  また、県においては、宮城県フレイル対策市町村サポート事業において、健康支援アド

バイザーを養成しており、そのアドバイザーチームを市町村に派遣し、高齢者への個別支

援や通いの場への積極的関与についてサポートを行っております。 

  次に、企画調整担当は保健師の専従とされているが、緩和策は考えられないのかとのお

尋ねについてお答えします。 

  本事業は、広域連合から市町村へ委託して実施しておりますが、国の特別調整交付金を

財源としているため、その交付基準に基づき実施しているところです。交付基準では、事

業の企画調整担当は、業務の専門性から正規職員の保健師が望ましいとされております

が、保健師の確保が難しい場合には、特定保健指導の企画立案、調整等に係る業務経験の

ある管理栄養士も可とされております。 

  また、原則として専従とされていますが、当該職員以外の職員が企画調整等の業務を協

力して行うことや、専従の専門職を配置できない場合であっても企画調整等の業務を適切

に実施できる場合は、広域連合と市町村間で十分協議した上で、他業務と兼務することは

認められています。 

  このようなことから、一定程度の緩和条件は示されているものの、実際に企画調整業務

を適切に実施するためには、保健師の専門的な知識・技術が必要であることから、広域連

合としては、市町村に対し、保健師の確保に向けて幅広く情報提供するなどの支援を行い

ながら事業を推進しているところです。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 田口議員。 

○３番（田口政信議員） それではまず、運営連絡会議のほうについてお伺いをいたします

が、これまで首長が出席されているのかどうか。恐らく、担当部長なり課長が出席をさ

れ、今御説明のあった会議のスタイルでやられているのではないのかと想像するのです
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が、それをまず確認させてください。 

  さらに今、協議内容は、広域計画とか、様々な諸問題、議案についてもというような話

がございましたが、今回のような例えば窓口負担を１割から２割にするとか、あるいは２

番目にあります一体的実施の話とか、そういうものはその会議で本当に説明をされている

のだろうかということがありますので、その辺の状況について、御答弁をお願いします。 

  また、運営連絡会議規則の第４条に、専門家の意見を聞くという条項がございますが、

これはこれまでやられたのかと、どういう人を、どういうような内容で、いわゆる専門家

の御意見を聞いたのか、それがあればお知らせをください。 

  それから、これはちょっと外れるかもしれませんが、いわゆるこの連合の全体像を、こ

の機関でないと論議をできないのではないかという、各市町村から職員を一、二名ずつ派

遣いただいてこれを運営しているわけでございますので、そのシステムが本当にいいのだ

ろうかという論議を、もう１５年、それぐらいたちますので、すべきではないのかと思う

のですが、この運営連絡会議の役割の中にそういうものはないのかどうか、お聞かせくだ

さい。 

  それから、２点目のことについては、多くの議員がこれまでも、令和２年第１回定例会

では議案の質疑でも何人かやっていますし、一般質問でもやっていますし、先ほどは鈴木

新津男議員も御質疑がございましたので、多くのことが論点として洗い出されてきたのだ

と思います。ただ１点だけ気になるのは、最後に御質問をさせていただきましたいわゆる

保健師の企画調整担当職員というものが本当に確保できるのだろうかと。今、保育士だっ

たり、栄養士だったり、そういう資格を持った職員を採用することの大変さというのは市

町村が抱えている問題だと私は思うのですが、そうしますとその上に、さらに今、保健事

業を各市町村が、介護計画だったり、保健計画だったり、様々なことを抱えて事業を運営

して、保健師を中心に様々な活動を展開している中に、そういうものを一体化されるとい

う事業をやるときに、保健師が専従で企画調整をし、さらに要は既存の現状事業を遂行し

ていくということは非常に大変さがあるのだと思うので、例えば保健師が専従でなくて

も、主となる人を決めて、そこに補完する保健師でなくても、あるいは退職した有期職員

だったり、そういうものもくっつけたときに、点数的なことを考えて、５点満点だった

ら、保健師は３点だったら、２点をいわゆる退職の保健師だったり、そういう経験がある

保健師、そういうところに携わった人がいたならば、それで５点満点で専従扱いにします

ということは可能ではないのかと思うので、先ほど何か緩和策があるような答弁もいただ

いたのですが、その辺の考え方はどうなのだろうかということと、それをすると今度は国

からの支給あるいは委託料に今度は影響してくるのかなと。いわゆる専従でなければそれ
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は支給されないわけですから、その辺も含めて緩和策は考えられないのか、それをお伺い

いたします。 

○議長（岡部恒司議員） 総務課長。 

○総務課長兼会計課長（森和也） 田口政信議員の再質問についてお答えしたいと思いま

す。 

  私のほうからは、３点御質問がありました。まず、運営連絡会議の首長の参加状況につ

いて。２つ目が、その運営連絡会議において、このような窓口２割負担の見直しについて

協議がされているかどうか。３点目については、会議規則であります、協議する事項に対

して関係者または専門家に対し意見若しくは説明を求めることができる規定について、そ

の状況があるかどうか、３点についてお答えさせていただきます。 

  まず１点目、首長の参加については、これまで私は令和２年度からこちらのほうに派遣

されているのですけれども、連合長及び副連合長を含めた首長方が参加されております。

しかしながら、公務もございますことから、こちらの規則のとおりやむを得ない理由によ

っては会議は代理も許されていることもありまして、町でいえば副町長だったり、担当部

長だったり、担当課長だったりということで、運営連絡会議につきましては、首長を含め

協議されているという状況でございます。 

  次、２点目のこのような制度開始以来の大きな２割負担の見直しについての協議につい

て、当然こちらの内容につきましても、大きな内容でございましたので、先ほども答弁で

も申し上げましたが、幹事会ということで、担当課長レベルの会議でも御説明をし、その

内容は当然、首長様にも報告するという規定もなっておりますし、その該当する運営連絡

会議の内容も同様に協議、審議されて、このように議会のほうに上程させていただいてい

る状況となっております。 

  ３点目の専門職というか、関係する専門家の意見を求める規定はございますが、現在の

ところこのような実績はないものという状況でございまして、協議する事項についても、

こういう専門家の意見及び資料を求めることがあれば、その内容について専門家の御意

見、大学の先生とか、県の職員とか、いろんな方があるかと思うのですけれども、その審

議する内容については、今後、そういうものが想定されるのかと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 私からは、広域連合の組織体の全体像についての議論はなされたか

というようなことについて、お答えをさせていただきます。 

  まず、そもそもこの広域連合が発足する際には、当然、どういう職員体制でやるかとい
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うことは議論をされたと。それで、全首長だったかどうか、ちょっと私も記憶にはないの

ですけれども、多くの首長がその議論に参加をされた上で、この広域連合としての職員形

態、派遣職員を中心とした広域連合事務局、こちらのほうの発足に当たっての体制づくり

というのが了承されたと了解しておるところでございます。 

  今後、こういうことを改めて、１５年たったから考えてもいいのではないかというお話

でございますけれども、確かに大きなお話だとは思います。 

  ただ一方で、現段階ではというか、国のほうでは、この後期高齢者医療制度について、

今後もずっと広域連合が運営するかどうかについては、今まさに国の中で議論が始まって

いるようでございまして、例えば医療に関しては都道府県のガバナンスを強めていくとい

うような方向性の議論がされているように聞いております。そうなりますと、この広域連

合ではなくて、都道府県での運営ということも、今後の会議の中で出てくる可能性もあろ

うかと存じます。 

  そういう状況下においては、当面、国のほうの議論の状況を見た上で、改めてそういう

ことを検討せざるを得ない状況というものが来るかもしれませんので、そのときに改めて

御検討をするような形になろうかと考えております。 

  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） ただいま田口議員のほうから、一体的実施について、保健師の確

保が本当にできるのかと、それから既存の事業を実施している市町村が、様々な緩和策と

いうことで先ほど申し上げましたが、その中で実際に保健師を担当に置いて国の交付基準

をクリアできるのかといったような御質問だと思います。お答えいたします。 

  実際に、この令和２年度、３年度、県内の市町村で実施いただいておりますけれども、

実際には多くの市町村におきまして、保健師を担当に置いているものの、多くの自治体で

そのフォローといいますか、協力体制の下に負担を軽減しながら対応しているというのが

実際のところでございます。 

  当然、１人、企画調整担当のみの体制という負担の中でやるのではなく、ほかの課の職

員も含めながら、連携の下、協力体制の下に実施しているというのが実情でございます。 

  先ほど、答弁の中でお答えいたしましたとおり、１名をまずは立てていただくというの

が要件になっております。ただ、実際に今申し上げましたとおり、保健師が、企画調整等

以外の職員が、企画調整等の業務を協力して行っていくことであったり、それから実際の

専従の職員が配置できない場合であっても、その体制を何とか確保して実施できるという

状況であれば、ほかの業務と兼務することも可能という緩和の条件も認められております
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ので、実際の保健師を１名、主担当という形で立てていただき、それをサポートする体制

の中で実施していただく、支援体制の中で実施していただくということで交付要項を満た

すということでございます。 

  それから、先ほど鈴木議員の答弁でも申し上げましたけれども、今年度に入りまして、

当連合の事務局長、事務局次長が県看護師協会のほうに出向いて協力要請等も行っており

ますので、引き続き今後もそういった支援策を模索しながら対応してまいりたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 田口議員。 

○３番（田口政信議員） １点目の会議の件ですけれども、本当に事務局長がお話しのよう

に、国の動向あるいは県の動向、さらに今、国保も県一本化みたいな方向があるわけでご

ざいますので、その辺も含めてぜひ検討いただかないと、この制度をいつまで続けようか

なというようなこともありますので、ぜひその辺の連合長の腹積もりをお伺いしたいと思

います。 

  さらに、２点目の件については、そういう緩和策も利用しながらということなのでしょ

うけれども、現実に今、全国で、令和４年度で６割もやっているのですよね。うちのほう

は４割なのですね。そういう意味でちょっと遅れているという印象があるので、やっぱり

そこがまだネックなのかなと私は思ったりしているので、例えば学校給食で栄養士の県派

遣というのがありますね。そういう意味で県と連携して、必要なところに何人か県から派

遣してもらう、県で作業してくれないか、派遣というものの手だてを要請していくという

ようなことも考えないと、各市町村、いわゆるそういう資格者を採用するのに非常に大変

ですので、この辺の取組もぜひ市長会だったり、いろんな場面で提言いただければと思い

ますが、どうでしょうか。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） 田口政信議員からの御提言でございます。 

  局長などからもお話しありましたように、一定の歴史を築いてまいりました。私も振り

返りますと、スタートの時点では首長会議、運営会議等々も、御本人出席もかなりありま

した。これは新しい形、姿をつくるという意味での、そういう意味では緊張感もあったの

かもしれません。最近、他の業務のこともあり、代理出席が多くなってきている実態もあ

ります。 

  この間の積み上げてまいりましたその仕組み、あるいは成果というものも振り返りなが

ら、さらにこの制度を充実させるために、今の制度をどう充実させるか、あるいは新たな
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制度というものの必要性があるのか、御指摘もいただきましたので、市長会等々の際に、

こういう田口議員のほうから御発言があったこと等々含めて議論をしていきたいと思って

おります。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 県との臨時の職員派遣などの取組などもというお話を頂戴しまし

た。 

  実際には今現在、県のほうからの取組の部分につきましては、先ほど申し上げました部

分で、単発ということにはなるのですけれども、健康支援アドバイザーチームの市町村派

遣という制度はございまして、個別支援であったりというところでの関与でのサポートは

行っていただいております。 

  しかしながら、実際に職員を各市町村に、この一体的実施に係る部分での職員派遣とい

う制度はございません。ですので、今後そういった県との話合いの場であったり、協議の

場の中で、そういった要望等も協議させていただきながら、こういった人的な支援の策と

いうものを探りながら、各市町村の負担軽減に努めてまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

  以上でございます。（「ありがとうございました」の声あり） 

○議長（岡部恒司議員） それでは、ここで換気のため暫時休憩いたします。 

  再開は１５時２５分です。 

       午後３時１５分  休憩 

                                           

       午後３時２５分  再開 

○議長（岡部恒司議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、２８番土村秀俊議員。 

○２８番（土村秀俊議員） ２８番、けやきの会、利府町の土村でございます。 

  今回の一般質問は、医療費の窓口負担割合の変更についてであります。 

  ①いよいよ１０月から実施される予定の窓口負担２割改定ですけれども、これが国会で

成立したのは昨年の６月です。その６月のときには想定していないような異常な物価高、

コロナ感染爆発、そして年金も削減されるなど、深刻な事態が起きております。そして、

秋以降はさらに物価が高騰すると予想もされております。 

  この状況の中で、後期高齢者は不安を抱えながら日々の生活を送っているわけですが、

この厳しい経済状況とコロナの中、窓口負担改定を実施すれば、後期高齢者の生活に深刻



 - 36 - 

な影響が起きると懸念をします。こういった状況の中で、負担改定を実施することについ

ての広域連合としての見解をまず伺っておきます。 

  ②窓口負担改定について、丁寧な説明をすると、今までの質疑の中でありましたけれど

も、どのような取組を行ってきたのか。そして、その説明によって、被保険者の皆さんは

改定内容をしっかりと理解、納得したものと広域連合としては判断しているのかどうか、

伺います。 

  ③１割から２割への負担改定は、支払いが２倍になるという大きな負担増となりますが、

ですから激変緩和措置が必要と考え、負担増の上限３，０００円にするということで配慮

されているわけですが、この配慮方法で、負担の緩和や受診抑制の防止に効果があると広

域連合は考えているのかどうか、伺います。 

  ④今回の改定は、後期高齢者の生活に深刻な打撃を与えると思いますが、広域連合とし

て、その総合的な見解について伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの土村秀俊議員の一般質問につきまして、事務局より

答弁を申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 土村秀俊議員の一般質問にお答えをいたします。 

  初めに、厳しい社会情勢下において、負担改定を実施することへの見解についてお答え

をいたします。 

  少子高齢化が急速に進展する中、令和４年度以降、いわゆる団塊の世代が７５歳に到達

することから、今後、後期高齢者医療制度における医療費の一層の増大が見込まれており

ます。 

  後期高齢者医療の財源は、公費５割に加え、約４割が現役世代からの後期高齢者支援金

で支えられており、今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担上昇を抑え、国民皆

保険を未来につないでいくための見直しであり、喫緊の課題であると理解しております。 

  そして、今回の窓口負担の見直しについては、一定程度の負担能力のある高齢者の方の

御負担を見直すことにより、全ての世代、とりわけ現役世代の理解を得て、広く後期高齢

者の皆様の安心を支えていくためのものであり、国民皆保険制度を堅持していく方法の一

つとしてやむを得ないものと考えております。 

  したがいまして、現下の社会情勢の下であったとしても、見直しの実施は必要と考えて

おります。 
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  次に、窓口負担改定に係る丁寧な説明に関する取組等についてお答えをいたします。 

  令和３年度の周知広報といたしましては、窓口負担割合見直しに係る施行日等、具体的

な改正内容やリーフレット案等の国からの提示が遅くなったことなどから、当初予定して

おりました個別の周知、これが実施できず、代わりに広域連合及び市町村のホームページ

への掲載及び本年３月９日に河北新報と全国紙３紙の宮城県内版に制度見直しに関する新

聞広告の掲載を行ったところです。 

  また、令和４年度には、県内の市町村が制度見直しに関する内容をホームページや市町

村広報紙に掲載し、周知に努めているところでございます。 

  広域連合では、宮城県の協力の下、県政だより５月号・６月号に記事掲載するとともに、

６月５日には河北新報と全国紙４紙の県からのお知らせ欄への記事の掲載、また、７月７

日の県政ラジオ広報でのお知らせなど、様々な機会を捉え周知広報に努めてまいりました。 

  しかしながら、これらの周知広報に関しては、思いのほか被保険者等からの問合せ等が

少なかったこともあり、改めて本年７月４日に窓口負担割合が２割負担となる可能性のあ

る被保険者の方々６万２０２９人に対し、負担割合見直しの理由、対象者の判定基準、負

担抑制の配慮措置などを分かりやすく図解したリーフレットを同封したお知らせを個別に

送付したところでございます。 

  個別送付につきましては、負担増をお願いする方々に対し、より丁寧で、かつ最も訴求

力が期待できる方法でありますことから、一定程度の理解が進んだものと考えているとこ

ろでございます。 

  次に、配慮措置で負担の緩和や受診抑制防止に効果があると考えたのかについてお答え

をいたします。 

  この措置は、今回の窓口負担割合の見直しによる影響が大きい外来の受診につきまして、

施行後３年間は１か月分の窓口負担増加額を３，０００円までに抑える配慮措置を講ずる

ことにより、急激な負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かぬようにしようとするもので

あり、一定程度効果があるものと考えてございます。 

  当広域連合では、この制度について、被保険者に広く周知し、適正かつ確実に運用する

とともに、健診事業等の保健事業の推進を図りながら、被保険者の健康の保持・増進に取

り組んでまいります。 

  また、２割負担となる対象者に対し、あらかじめ高額療養費の口座登録の申請を勧奨し、

口座登録後は申請していただかなくても自動的に振り込まれるようにするなど、この配慮

措置の円滑な実施に向けて取り組んでいるところでございます。 

  さらに、過度な受診控えは健康上のリスクを高める危険性があることから、今後も受診
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控えに対する注意喚起を行いながら、受診抑制防止を図ってまいります。 

  最後に、今回の改定による後期高齢者の方の生活への影響に係る見解についてお答えを

いたします。 

  今回の２割負担の所得基準等については、国において、現役世代の負担軽減のため、よ

り広い範囲にすべきとの意見がある一方で、受診抑制が生じることへの懸念を示す意見も

あり、慎重に検討がなされたものと理解してございます。 

  その上で、７５歳以上の高齢者世帯の家計の収支状況や医療機関での受診動向など、高

齢者の負担能力や生活状況を十分に配慮した上で決定されたものと認識してございます。 

  ２割負担の対象となることにより、医療機関等を受診した際の御負担は増えますが、外

来受診における配慮措置や高額療養費の支給等の制度もございますことから、一定の配慮

はなされているものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 土村議員。 

○２８番（土村秀俊議員） それでは、まず①番からです。①は負担改定を実施することに

ついての見解について伺いました。答弁では、見直しの背景とか、あと７５歳以上の患者

が増加する、あるいは現役世代の問題とか、それに皆さんに７月に送ったパンフレット、

リーフレットの中に書いてある見直しの背景については、今答弁されたわけですけれども、

この２割負担見直しの背景について書かれているようなこと、あるいは今答弁されたこと

について、団塊の世代が加入して医療費が増大する、そして現役世代の負担は増やせない、

そして一定の所得の人の窓口負担を２割にすると、そしてさらに３，０００円の緩和措置

があるということも、いろいろ述べられましたけれども、確かに今後、医療費が増加して

いくということは事実でありますから、そのための打開策を検討する必要があるというこ

とに、私はもちろん異論はございません。 

  しかし、今回の窓口の２割負担の実施というのは、今この日本で起きている異常な物価

高騰の状況の中で、後期高齢者の生活は非常に今厳しくなっていると思いますけれども、

そういう状況の中での実施ということになります。ですから、これを実施することで、高

齢者の皆さんの暮らしへの影響というのは大変深刻な打撃となると私は思います。 

  こういう経済状況を踏まえれば、この２割負担の実施というのは、しばらく先送りする

ことも検討してもいいというほどの事態と私は考えております。もちろん広域連合として

も、今答弁ありましたけれども、物価の高騰やコロナの感染拡大や年金削減など、後期高

齢者を取り巻く今の環境については非常に厳しいということは、もちろん認識していると

思います。 
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  今、答弁の中で、７５歳以上の一定の負担可能な方への２割負担を決めたわけですけれ

ども、この２割負担を政府が決めたのは、実は、御存じだと思いますけれども、今から２

年前の２０２０年１２月だったのです。当時は２年後の日本がこのような深刻な状態にな

っているということはもちろん予想されていませんでしたし、このときにこの制度を決め

た厚生労働省自体も、この異常な物価高騰の事態というのは、もちろん考慮しないで、も

ちろんできなかったわけで、厚生労働省の責任ではありませんけれども、そういう中で

２００万円の年金収入の方ならば、この窓口負担を倍にしても、負担能力はあると判断し

たわけです。 

  そのときに厚生労働省が２００万円の収入の方の負担能力があると判断した根拠なので

すけれども、それは御存じかと思いますけれども、政府の家計調査を基に、収入が２００

万円の方は消費支出が１８８万円ということで、差引き１２万円が残るということで、窓

口負担にして増えるだろうと見込まれる医療費を平均すれば年間６万円から７万円だと言

われているわけですけれども、その六、七万円は負担ができるということで、２００万円

の年収の人の２割負担をすることが決まったという、そういった経過がございます。 

  しかし、今の日本の状況を見れば、その２年前には予想ができない異常事態となってい

るわけで、特に物価の値上げ、これは皆さんお分かりのように、非常に深刻な状況になっ

ております。 

  例えば、２年前の１２月と比較して、消費者庁の調査ですけれども、灯油であれば１．４

倍、ガソリンは２年前は１３４円だったわけですが、それが今ではその１．３倍となって

います。そして、食料品なども平均で１．２倍の値上げとなっているわけであります。 

  こういったように、２年前と比べて、この経済、特に後期高齢者の周りの経済状況は激

変しているわけですから、その２年前には１２万円の余裕があったと計算をされた年収

２００万円の人の収入支出を、もう一度、現在の物価で計算をし直せば、恐らく生活費の

支出というのは大きく増大して、１２万円の余裕など恐らくなくなるということは間違い

ないと思います。 

  さらに、今後の燃料費あるいは食料品の値上げの推移については、ＮＨＫでニュースが

ありました。ちょうど窓口２割負担が実施される１０月から、多くの食料品の値上げ、再

値上げですね。今も上がっているわけですけれども、さらに１０月からは再値上げ、再々

値上げがあり、そしてその物価のピークは今年の１０月より後になるとＮＨＫでも報道さ

れております。 

  そこで伺いますけれども今、私がいろいろ述べましたように、後期高齢者を取り巻く状

況といいますか、経済的な状況というのは、窓口の２割負担を決めた、その２年前とは激
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変をしているという現実、そしてこの中で２割負担を実施すれば、後期高齢者の暮らしに

大きな、深刻な打撃を与えるということは間違いないと私は思います。 

  そういう中で、この広域連合としては、１０月からの２割負担改定、これは進めていか

ざるを得ないわけですけれども、そういう状況の中でこの制度を実施するということにつ

いての心境といいますか、見解といいますか、できれば連合長の考えといいますか、思い

をいただければいいなと思います。 

  それから、②です。丁寧な説明について、いろいろお話がありました。たくさんの、ホ

ームページの掲載とか、河北新報とか、ポスターとか、いろいろやっておりますけれども、

今までのやり取りでもありましたけれども、より丁寧な説明をする必要があると議会側か

らも言われて、当局もやりましたという答弁でありましたけれども、実際に広域連合が７

月に、負担増に該当する方６万人に、７月４日にそのリーフレットを郵送したということ

ですが、私もこれは議会で渡されたのですけれども、被保険者に郵送されたリーフレット

を見ましたけれども、これよりボリュームがありましたよね。四つ折りで８ページ立てで

すよね。議会でもらったものを見ましたけれども、皆さんはさっと理解できるかもしれな

いけれども、被保険者に郵送したリーフレットを見ましたけれども、分かりやすく送った

という説明だったのですけれども、私が見たら非常に字が多い、そしてかなり複雑な内容

だったと思います。 

  特に２割を判定するページ、ここにも、私たちのもらったものにもありますけれども、

これは本当にたくさんの専門用語がちりばめられて、所得と収入の金額とかというのがご

ちゃごちゃと並んでいて、そしてその所得の問題を、説明文を見ようと思うと、その説明

文の文字も大変小さいということで、非常に、これが本当に分かるのかなというようなリ

ーフレットだったわけですけれども、広域連合としてこれを配布したことで、本当にこの

被保険者の制度の内容について分かっていただけたと判断しているのかどうか、そこが肝

腎だと思うのです。分かりやすい説明をするのはいいのです。分かりやすい説明を受けて、

その該当する６万２０００人の方が本当に理解できたのかと。先ほどの話で、一定の理解

が進んでいるのだという答弁もあったけれども、一定の理解では駄目なのです。やっぱり

６万人全員が理解をする必要があると思うのですけれども、その辺について伺います。 

  それから、２割負担の配慮措置です。答弁では、３年間は１か月３，０００円の配慮措

置をすると、急激な負担を抑えるので、受診抑制の予防にもなるという説明でありました。

この３，０００円の配慮措置ですけれども、２つほど懸念を私はちょっと感じているので、

その点について答弁していただきたいと思います。 

  １つは、この配慮措置というのは、負担増が３，０００円を超える人が対象ということ
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で、負担増が３，０００円未満の方に対しては、この書類上を見れば全く配慮をされてい

ないと思います。例えば、１回の窓口負担が２，９００円の人は、もう１０月から５，８００

円になりますけれども、窓口負担はこういった点で２倍になるわけです。２倍になるけれ

ども、この配慮措置では全く配慮されていないということなのですけれども、その点につ

いて、負担増の配慮の基準を３，０００円にしたということについてはどう考えているの

か。あわせて、負担増が３，０００円未満の支払いをする被保険者への配慮は不要となぜ

判断したのか、その辺について、まず伺います。 

  それから、２点目。１０月からの窓口の支払いで、月３，０００円以上の窓口負担の場

合のモデルケースというのが、皆さんに渡されたパンフレットの中で、窓口負担２割とな

る方のいろいろなモデルケースが書かれているわけですけれども、これでは負担が５，０００

円だった人は１万円の窓口での支払いになるけれども、その配慮額が３，０００円を超え

る増額分については後から払い戻すとあります。 

  しかし、よくよく考えれば、配慮措置で２，０００円は戻されるわけですけれども、窓

口で一旦１万円を払わなくてはならない。もし幾つかの病院を診療している人、多分７５

歳以上の方の被保険者の中で結構いると思うのです。私も病院に通っていて、糖尿と循環

器と歯医者ということで３つ通っていますけれども、そういうふうに幾つかの病院を受診

している７５歳以上の人がいると思うのですけれども、例えばこのモデルケースで言って

いるように、毎回今まで５，０００円だったのが、今回、１０月からはそれぞれの窓口で

１万円ずつ支払うと。合計すれば１万５０００円だったものが、３万円になると考えなけ

れば、今までの受診ができないというような状況になると思います。 

  ただ、配慮措置として、後から、３，０００円を超した１万２０００円の負担増額は振

込で戻されるということになるわけですけれども、これは後から払い戻すという配慮措置

自体は、その窓口での負担は、配慮措置ということで１万２０００円を戻すけれども、窓

口での負担というのは配慮なしで、窓口自体で５，０００円だったのが１万円ということ、

これがずっしりと支払うことになると思います。 

  このような負担の限度額を超えた分の後払いシステムというこの配慮措置については、

配慮と言いながらも、やはり一定のお金がなければ受診するのが大変だと、５，０００円

だったところを１万円払わなくてはいけないわけですから、後から戻るといっても、そう

いう配慮と言っても、お金がなければやっぱり病院に行けないということで、非常に心理

的に大きな負担となって、そういう心配はないという説明だったのですけれども、ひいて

はやはりこの受診抑制を招きかねないのではないかと思うのですけれども、その点につい

てお答えいただきたいと思います。 
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○議長（岡部恒司議員） 事務局長。５分１１秒以内でお願いします。 

○事務局長（熊谷徹） まず、１問目でございます。このような物価高騰の状況下の中で、

窓口負担の割合の見直しをやるのは一体どうなのだというようなことについてのお尋ねだ

というふうに存じます。 

  やはりおっしゃるとおり、物価高騰の影響というのは少なくはないと思います。ただ、

この物価高騰の影響というのは、高齢者の方のみならず、全国民が負うものと思っており

ます。特に現役世代のほうが、この物価高騰の影響を大きく受けるのではないかと考えて

おります。 

  だとすると、そもそもこの制度導入の背景となっているのは、現役世代の負担軽減とい

うことがまず前提としてあることを考えると、より現役世代の負担が大きくなってしまう

この現下の状況だからこそ、窓口負担割合の見直しというのをやらざるを得ない状況なの

ではないかと私は考えております。 

  ２番目でございます。丁寧な説明と言われたけれども字が小さいというお話で、議員が

お持ちのＡ３の両面、これが６万２０００人に送られたものとなります。ですので、先ほ

どの御指摘あった部分については、制度周知の部分のパンフレットでございますので、こ

れではないです。その６万２０００人の方にお送りしたものは、比べてみていただくと分

かりますけれども、随分字は少なくしているということがあります。ただ、やはり専門用

語が出てくる等々のところがございます。 

  私どもが６万２０００人の方にお送りをいたしましたのは、逆に言うと、それを基に市

町村窓口、そして広域連合のほうにお問合せをいただいて、そこで御説明をすることで、

より理解度が高まり、その際に同じものを見て御説明ができる、同じものを見て説明を聞

ける、そういう環境を整えるという意味もあってお送りをしてございます。 

  したがいまして、送って終わりというよりは、送ってからが勝負だと考えておりまして、

そういう形で市町村の窓口でも御対応いただくように御案内をしているところでございま

す。 

  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 私からは、配慮措置の窓口負担の部分での御質問ということです。 

  一旦手出しで、例えばこれまで５，０００円だった方が１万円を払うのではなく、その

場で３，０００円を超える負担分を払わなくていいような、負担の増加分３，０００円以

上を超える増加分を払わなくていいような配慮ができないのかという御質問だったと思い

ますが、基本的には配慮措置には２種類ございまして、１つの医療機関であれば、議員お
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話しのとおり、支払いの増加額が３，０００円を超える分は払わなくていいということに

なろうかと思うのですけれども、基本的に複数の医療機関の場合、ほかの医療機関で払っ

た分までの情報は、その窓口、例えば２つ目、３つ目の医療機関では分からないといいま

すか、その情報がないので、結局、基本的には高額療養費と同じ枠組みの中で、例えば月

３，０００円を超える負担増加額があった場合につきましては、高額療養費として事前に

登録いただいている口座に後日、支給するという制度になります。 

  どうしても、複数の医療機関をまたぐ場合につきましては、後ほど、医療給付額の増加、

３，０００円以上の増加額分につきましては、後日の形での口座への振り込みという形に

ならざるを得ないという状況でございますので、御理解願います。 

  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 土村議員。４８秒。 

○２８番（土村秀俊議員） １点だけ。①ですけれども、答弁では、物価高騰については、

高齢者だけではなくて、現役世代の方もその被害に遭うから、これは仕方がないというこ

とだったのですけれども、先ほど私、いろいろ言いましたけれども、年収２００万円の人

は、物価高騰のせいで２００万円を超すような支出をするという可能性は非常に強いわけ

です。厚生労働省の資料を見てもです。その場合でも物価高騰はみんなに関わるものだか

らしようがないと広域連合としては考えているのかどうか、そこだけお伺いします。 

○議長（岡部恒司議員） ７秒。（「７秒で答えられる範囲でお答えします」の声あり）いい

ですか。 

  事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） しようがないというお話に、最終的にやはりやむを得ないものと考

えております。 

○議長（岡部恒司議員） 次に、３４番佐藤新一郎議員。 

○３４番（佐藤新一郎議員） ３４番、川崎町の佐藤新一郎です。グループさくらを代表し、

議長より質問の許可を得ましたので、２点質問させていただきます。 

  まず１点目は、健診等の啓蒙活動について質問させていただきます。 

  一次予防の重視、生活の質の向上、それから健康寿命の延伸という基本目標は、貴広域

連合をはじめ、各市町村もポイントに掲げ、様々な取組を実施しておりますが、被保険者

の意識づけ、改善の動機づけが何より大切だと思います。 

  そこで、広域連合という大きな枠組みによって、テレビ、ラジオやＳＮＳ等による大き

な発信力を活用し、健診受診の重要性やフレイル対策への意識喚起、啓蒙活動を展開して

みてはどうか、お伺いいたします。 
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  ２点目は、住民総合健診における必須項目の拡大についてお伺いいたします。 

  貴広域連合においても、保健事業における歯科健診事業を重要施策に位置づけ、宮城県

歯科医師会との協働により展開しております。 

  コロナ禍もあり、これまでは７５歳到達者のみ対象としたようですが、高齢者の方にと

って口腔ケアは口の中の衛生環境を整えるだけではなく、心臓病や糖尿病、認知症の予防

など様々な病気予防にもつながる大変大切なものです。 

  そこで、コロナ禍による受診控えやリスクを鑑みつつ、歯科健診や口腔ケアの必要性、

重要性を訴え、住民総合健診における必須項目に掲げるなど、事業拡大してはどうか、お

伺いいたします。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの佐藤新一郎議員の一般質問につきましては、事務局

より答弁を申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 佐藤新一郎議員の一般質問にお答えいたします。 

  初めに、健診等の啓蒙活動のお尋ねについてお答えします。 

  健康診査事業は、生活習慣病を早期に発見し、重症化の予防を図るために、広域連合か

ら市町村に委託し実施していただいております。 

  市町村では、実施時期、実施期間、個別健診や集団健診等、地域の実情に応じた方法で

実施しており、また夜間や土日の健診実施や受診券を全ての対象者に送付するなど、受診

率向上を図っております。 

  広域連合におきましては、担当者会議等の機会を通じ、受診率の高い市町村の好事例を

紹介することにより、事業実施の参考としていただいております。また、健診について、

市町村の広報紙に掲載をお願いしているほか、新たに被保険者になられた方への被保険者

証の送付時や、年２回の医療費通知発送時に健診受診の勧奨チラシを同封するなど、被保

険者の方々に確実に届き、訴求力が極めて高い方法を採用して健診の啓発を行っておりま

すが、今後も様々な機会を捉えて広報周知に努めてまいります。 

  御質問にございますテレビ、ラジオやＳＮＳ等による健診等の啓蒙活動でありますが、

被保険者への各種メディアを活用した意識啓発については、有効な手段の一つであると認

識しております。しかし、一定程度の予算が必要となることなどから、慎重に検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、住民総合健診における必須項目の拡大に係るお尋ねについてお答えします。 

  歯科健診事業につきましては、口腔内の衛生状態の確認を通して、誤嚥性肺炎など、高
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齢者に多く発生する疾病の予防に努めるとともに、健康の保持と増進により、生活の質の

向上を図ることを目的に、例年７５歳に到達した方を対象に実施しております。 

  御質問にございます市町村で実施している健診の必須項目として事業拡大してはどうか

とのことですが、税等の独自財源を持たない広域連合としましては、健診項目として好ま

しいものであっても、国費等の財政支援がなければ実施が難しい場合も多いのが実情です。 

  現在、国においては、歯科検診を健診項目とする動きもあることから、今後、国の動向

を注視しながら適切に対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 次に、２３番今野善行議員。 

○２３番（今野善行議員） それでは、最後になりましたけれども、通告に従って一般質問

させていただきます。 

  私のほうからは、先ほど来、出ておりますように、窓口２割負担の導入について質問さ

せていただきます。 

  本年１０月から開始される窓口２割負担の導入は、後期高齢者医療制度始まって以来の

大きな制度の見直しとなることから、被保険者の皆さんに混乱が生じないよう対応が求め

られます。 

  この件に関連しまして、以下について質問させていただきます。 

  １つ目、窓口負担割合の見直しについて。 

  （１）、窓口負担割合が見直しされる背景や趣旨等について、改めてお伺いします。 

  （２）、県内で２割負担の対象となる方の現況における見込数をお伺いします。 

  （３）、令和４年度に限り、被保険者証が２回交付されるとのことですが、その理由につ

いてお伺いします。 

  （４）、窓口負担が２割となる方には、負担を抑える配慮措置が実施されるとのことです

が、どのような制度か。また、その円滑な実施のための施策を考えているか、お伺いしま

す。 

  ２つ目ですが、窓口負担割合の見直しに係る周知広報についてでありますが、これも先

ほど来、いろいろ出ているところですけれども、（１）、令和３年度に実施した周知広報は

どのようになされたか、お伺いします。 

  （２）、令和４年度の周知広報の施策についてお伺いします。 

  以上、お願いします。 

○議長（岡部恒司議員） 連合長。 

○広域連合長（伊藤康志） ただいまの今野善行議員の一般質問にお答えします。 
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  私からは、窓口負担割合が見直しされる背景や趣旨等についてお答えいたします。 

  現在、少子高齢化が急速に進展する中、令和４年度以降、いわゆる団塊の世代が７５歳

に達することから、今後、後期高齢者医療における医療費の一層の増大が見込まれており

ます。 

  後期高齢者医療の財源は、公費約５割に加え、約４割が現役世代からの後期高齢者支援

金で支えられており、今回も窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担上昇を抑え、国民

皆保険を未来につないでいくための見直しであり、喫緊の課題であると認識をしておりま

す。 

  そのために、負担能力のある高齢者の方に御負担をいただくことにより、全ての世代で

広く後期高齢者の皆様の安心を支えていく制度見直しの実施は、国民皆保険制度を堅持し

ていく上で極めて重要なものと考えております。 

  私からは以上でございます。 

  なお、お尋ねの残余につきましては事務局から答弁申し上げます。 

○議長（岡部恒司議員） 保険料課長。 

○保険料課長（伊藤仁） 今野善行議員の一般質問にお答えいたします。 

  私からは、窓口２割負担の導入に関して、県内で２割負担の対象となる方の見込数及び

被保険者証が２回交付される理由並びに窓口負担割合の見直しに係る周知広報のお尋ねに

ついて、お答えいたします。 

  初めに、県内で２割負担の対象となる方の現時点における見込数についてお答えいたし

ます。 

  ２割負担の対象は、３割負担の現役並み所得者を除き、一定以上の所得がある方が対象

となりますが、令和４年７月２６日時点で被保険者数３２万７５９６人に対し、６万

１９８４人で、被保険者数に占める割合は１８．９２％となっております。今後、多少の

異動は生じると思われますが、当初国が示した概算値とほぼ同様の割合となっております。 

  次に、令和４年度に限り被保険者証が２回交付される理由についてお答えいたします。 

  窓口負担割合の見直しに当たっては、広域連合の電算システムで負担割合の判定を行い

ますが、このシステムは厚生労働省が国民健康保険中央会に委託し、全国の各広域連合に

配布されているものであり、本年６月の被保険者証の年次更新までに国のシステム改修が

間に合わなかったことから、被保険者証を７月と９月の２回送付することとなったもので

す。 

  当広域連合では、昨年度より機会を捉え、窓口負担割合見直しを反映した被保険者証を

７月のみの１回で送付できるよう、国に意見を伝えてまいりましたが、残念ながら改善に
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は至りませんでした。このため、被保険者の方々の混乱を招かないよう、被保険者証の１

回目送付時に同封するリーフレットのページを増やし、制度見直しに関するお知らせの中

で、被保険者証の２回交付について、被保険者証のイメージ図や有効期限等を分かりやす

く伝えられるよう記載の工夫にも努めました。 

  また、７月中旬から県内医療機関等に対し、被保険者証の２回送付に関するポスターを

配布し、被保険者等の目に触れるよう、院内掲示の御協力を依頼したところでございます。 

  次に、令和３年度に実施した周知広報と令和４年度の周知広報の施策について、併せて

お答えいたします。 

  これまでの答弁と重複する部分がございますが、令和３年度の周知広報としましては、

窓口負担割合見直しに係る施行日等、具体的な改正内容やリーフレット案等の国からの提

示が遅くなったことなどから、当初予定していた個別周知が実施できず、代わりに広域連

合及び市町村のホームページの掲載及び本年３月９日に河北新報と全国紙３紙の宮城県内

版に制度見直しに関する新聞広告の掲載を行ったところです。 

  そのほか、３月２３日の被保険者宛てに発送した医療費通知約２９万件の封筒裏面の広

告欄を活用し、規制の見直しに関する周知を行ったところです。 

  また、令和４年度は、県内の市町村が制度見直しに関する内容をホームページや市町村

広報紙に掲載し、周知に努めているところです。 

  広域連合では、宮城県の協力の下、県政だより５月号・６月号に記事掲載するとともに、

６月５日には河北新報と全国紙４紙の県からのお知らせ欄への記事掲載、７月７日の県政

ラジオ広報でのお知らせなど、様々な機会を捉え周知広報に努めてまいりました。 

  しかしながら、これらの周知広報に関しては、思いのほか被保険者等からの問合せ等が

少なかったこともあり、改めて本年７月４日に、窓口負担割合が２割負担となる可能性の

ある被保険者の方々６万２０２９人に対し、負担割合見直しの理由、対象者の判定基準、

負担抑制の配慮措置などを分かりやすく図解したリーフレットを同封したお知らせを個別

に送付したところです。 

  個別送付につきましては、負担増をお願いする方々に対し、より丁寧で、かつ最も訴求

力が期待できる方法でありますことから、一定の成果は得られたものと考えているところ

です。 

  今後も、９月中旬以降に送付する２回目の被保険者証にも、制度見直しのリーフレット

を同封しますが、その中で２割負担導入の説明に加えて、被保険者証の有効期限が変更と

なることなどを分かりやすくお伝えし、被保険者の皆様に混乱が生じないよう努めてまい

りたいと考えております。 
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  私からは以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） 今野善行議員の一般質問にお答えします。 

  私からは、配慮措置の制度と、その円滑な実施のための施策についてお答えします。 

  この措置は、今回の窓口負担割合の見直しによる影響が大きい外来の受診につきまして、

施行後３年間は、一月分の窓口負担増加額を３，０００円までに抑える配慮措置を講ずる

ことにより、急激な負担増を抑え、必要な受診の抑制を招かぬようにしようとするもので

す。 

  当広域連合では、この制度について被保険者に広く周知して、適正かつ確実に運用する

とともに、健診事業等の保健事業の推進を図りながら、被保険者の健康の保持増進に取り

組んでまいります。 

  また、２割負担となる対象者に対し、あらかじめ高額療養費の口座登録の申請を勧奨し、

口座登録後は申請していただかなくても自動的に振り込まれるようにするなど、この配慮

措置の円滑な実施に向けて取り組んでいるところです。 

  以上でございます。 

○議長（岡部恒司議員） 今野議員。 

○２３番（今野善行議員） これまでも関連した質問があったわけで、御答弁については理

解をしたところでございます。 

  これまでの中で、やはり国からの報告といいますか、通知等が遅れたということもあっ

たようで、連合の職員の皆さんの御尽力に感謝を申し上げたいと思います。 

  それから、今まで質問された中で関連することは避けたいと思いますけれども、まず医

療機関への周知ということがありましたけれども、これに関連して医療機関での窓口での

対応、特に被保険者が窓口に行ったときにその辺がよく分かっていないと、被保険者証が

新たなものになっていなくて、高齢者でありますので、古いものを持ってきたときに、窓

口での対応も悪いと、そこでいろいろトラブルになったりするのかと思いますので、その

医療機関への周知の方法は、今後も含めてどうお考えになっているのかということでござ

います。 

  それから、もう一つは、日本医師会の資料をちょっと見てみたのですけれども、この前

提ですと、高齢になるほど収入が減り、一方で医療費が増えるという構造になっているよ

うでございます。こういう中での２割負担という考え方が出てきたわけで、導入されてき

たわけでありますが、高齢者への影響をどういうふうにお考えになっているのか、あるい

はそういう影響が、質問とか、そういうのが来ているのかどうか、お伺いしたいと思いま
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す。 

  それから、２割負担の配慮措置の中で、今後、高額医療費の支給と同じような扱いとい

うのか、形式で給付をするのかどうか。それと、支給漏れがないように口座の事前登録を

勧奨するというお話もありました。登録しないと、給付されないことが起きるのかどうか

です。まだ登録していない方がどのぐらいおられるのか、現時点で分かればお伺いしたい

と思います。 

  以上について再質問させていただきます。 

○議長（岡部恒司議員） 保険料課長。 

○保険料課長（伊藤仁） 今野善行議員の再質問にお答えいたします。 

  私からは、医療機関での対応というか、周知の部分についてお答えさせていただきたい

と思います。 

  先ほどちょっと答弁をさせていただきましたけれども、まず被保険者証が２回交付にな

るという点につきましては、７月中旬に県内各医療機関に対して被保険者証の２回送付に

関するポスターを配布しまして、被保険者の目に触れるようにということで、院内掲示を

お願いしたというところで、併せて医療機関のほうにそういった周知をさせていただいた

ところでございます。 

  あと、今後どういったことをするのかという部分につきましては、実は国のほうで被保

険者向けの広報として、医療機関等へのポスター及びリーフレットを配布、また高齢者施

設へのポスター配布というのを広域連合経由で行う予定がございまして、当広域連合にお

きましては、現在、厚生労働省からそのポスターを受領いたしまして、県内各機関への配

送ができるように準備を行っているところです。今後、配送された機関から、８月末から

９月ぐらいになるかとは思うのですけれども、順次、ポスターの掲示またはリーフレット

の配布などの協力が得られるものと考えておりますので、併せて医療機関のほうでもそう

いった周知というのがなされるものと考えているところでございます。 

  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） それでは、２割負担による受診控えなど、高齢者の影響をどのよ

うに考えているのかという質問が１点。それから、配慮措置の支給は高額療養費と同じ扱

いになるのかという点。それからもう１点、口座の事前登録を勧奨するという意味では、

登録をしないと支給にならないのかということ、それからどの程度進んでいるのかという

質問だったと思います。 

  まず初めに、２割負担によりましての受診控えなどの高齢者への影響についてですが、
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国では配慮措置によって急激な負担増を抑えること、それから必要な受診の抑制を招かな

いようにということ、そして極力その影響が少なくなるようにということで、この制度を

設けたものです。 

  これまで基本的に、新型コロナウイルスの対応のときも、受診控えに対する対応を行っ

ておりますけれども、過剰な受診控えによって、必要な医療を受けること、その機会を失

うことは、やはり健康上のリスクを高めることになります。また、高齢者にとっては外出

機会が減るということにもつながり、身体機能の低下などによってフレイルになりやすく

なるということも考えられます。こういった状況を踏まえて、フレイル予防の啓発チラシ

を昨年度は作成して、医療費通知に同封するなど注意喚起を行っております。 

  今回の２割負担への対応についても、そういった影響によって受診控えが生じないよう

に、様々な機会を捉えて広報周知に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、配慮措置の支給の高額療養費と同様の扱いかという御質問ですけれども、お見込

みのとおりでして、基本的に同様の扱いで支給することになります。配慮措置につきまし

ては、高額療養費の枠組みとなりますので、初回の支給は支給申請書が必要となりますが、

２回目以降は初回に申請していただいた登録口座に自動振込となります。 

  そのため、高額療養費の口座登録の情報がない方に、あらかじめ口座情報を登録する勧

奨通知を予定しておりまして、先ほど３つ目の質問にございましたけれども、どの程度登

録が進んでいるのかということでございますけれども、基本的にこちらにつきまして口座

登録の勧奨通知については、対象者宛てに９月下旬を予定してございます。その上でとい

うことになりますので、基本的には口座の登録をしていただかないとお戻しすることはで

きませんので、受診していただいた時点で該当する方の口座登録がないという場合は、再

度、勧奨の通知をして、登録をいただく取組を進めて、確実に支給できるような形で考え

てございます。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 保険料課長。 

○保険料課長（伊藤仁） すみません。先ほどの御質問の中で、２点目に高齢者への影響に

ついては給付課長から御答弁申し上げましたけれども、問合せの状況という御質問もあっ

たかと思いますが、よろしいでしょうか。では、その問合せの状況については、私のほう

から御答弁させていただきたいと思います。 

  ７月４日の個別周知した際の問合せ状況についてになりますけれども、７月６日から２０

日までの開庁日１０日間で延べ２８０件の電話による問合せがございました。その後も、

カウントはしていなかったのですけれども、１回目の被保険者証を送付したことで、再び
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１日十数件の問合せが７月末ぐらいまで続いたという状況でございます。 

  問合せの主な内容としましては、２割負担となる所得判定の仕組みのフローに関するも

のとか、あと配慮措置に関する質問等、こちらが非常に多くございました。いずれの質問

につきましても、同封した窓口負担割合の見直しリーフレットを被保険者の方と職員が一

緒に見ながら、時間をかけて丁寧に説明を行ったことで、一定の理解は進んだものと考え

ております。 

  私からは以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 事務局長。 

○事務局長（熊谷徹） 若干補足でございます。 

  今の件数につきましては、あくまでも広域連合が受けた件数でございます。この件につ

きましては、当然、市町村窓口のほうにも問合せがあったと思いますが、それについての

集計は持っておりませんが、当然身近な窓口である市町村へのお問合せもあったと思って

おりますので、そういうことも含めまして、一定程度、理解をすると判断しているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（岡部恒司議員） 今野議員。 

○２３番（今野善行議員） １点だけ質問させていただきます。 

  先ほど窓口での登録が済んでいない方は、初回診療のときに申請すればというお話があ

りましたが、これは医療機関でやるということになるのでしょうか。その点をお伺いした

いと思います。 

○議長（岡部恒司議員） 給付課長。 

○給付課長（佐藤静樹） お答えいたします。 

  登録されていない方につきましては、あくまでこちらから勧奨、給付額、給付の状況に

基づいて該当者ということを確認した上で、こちらから申請書をお送りして、勧奨を行っ

てということになりますので、医療機関の窓口ではなく、あくまでこちらから通知を送付

して、こちらで登録という形になります。 

○議長（岡部恒司議員） 今野議員。 

○２３番（今野善行議員） それでは、内容については理解したということで、大変ありが

とうございました。 

○議長（岡部恒司議員） 以上で一般質問を終結いたします。 

  事務局から連絡事項がございます。 

  暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 
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       午後４時２７分  休憩 

                                           

       午後４時２９分  再開 

○議長（岡部恒司議員） 本会議を再開いたします。 

  災害時等の対応については、今後、必要に応じ代表者会議などで協議してまいりたいと思

います。 

                                           

○議長（岡部恒司議員） 以上で、今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしまし

た。 

  これにて令和４年第２回宮城県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉会いたします。 

         午後４時２９分  閉会 

                                           

  以上、地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

                      議  長 岡 部 恒 司 

 

                      署名議員 辻 畑 めぐみ 

 

                      署名議員 村 上   進 
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